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１ はじめに 

 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる公害のうち大気汚染については大気

汚染防止法（以下「法」という。）で規制を行っている。また本県においては沖縄県生活環境保全

条例（以下「条例」という。）による規制も行っている。 

 法及び条例は、事業活動に伴って発生する「ばい煙」、「粉じん」、「揮発性有機化合物」の

排出を規制すること等により、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的と

している。 

 また、法及び条例では、ばい煙、粉じん、揮発性有機化合物を排出、又は発生する施設等の種類

と規模を定めて「ばい煙発生施設（法、条例）」、「一般粉じん発生施設（法、条例）」、「特

定粉じん発生施設（法）」、「特定粉じん排出等作業（法、条例）」、「揮発性有機化合物排出

施設（法）」とし、それらの施設等に関する各種の届出を義務づけており、ばい煙、揮発性有機

化合物の排出基準、一般粉じん等施設の構造並びに使用及び管理に関する基準、特定粉じんの飛散

防止のための作業基準等が定められている。 

 

２ 定 義 

 １）ばい煙 

  ｢ばい煙｣とは、次に掲げる物質をいう。 

  ア 燃料その他の燃焼に伴い発生する「いおう酸化物」 

  イ 燃料その他の燃焼又は、熱源としての電気の使用に伴い発生する「ばいじん」 

  ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質で法施行令

（以下「令」という。）又は条例施行規則(以下「規則」という。)で定めるもの。 

   令第１条第１項    (1)カドミウム及びその化合物 

 (2)塩素及び塩化水素 

 (3)弗素、弗化水素及び弗化珪素 

 (4)鉛及びその化合物 

 (5)窒素酸化物 

 

   規則第３条第１項   (1)カドミウム及びその化合物 

(2)塩素及び塩化水素 

(3)弗素、弗化水素及び弗化珪素 

(4)鉛及びその化合物 

  

２）ばい煙発生施設 

法第２条第２項及び条例第２条第５項に規定するものをいい、令別表第１、規則別表第１に

示す施設が該当する。 

  

３）粉じん 

 「粉じん」とは、法第２条第８項及び条例第２条第１項第６号に規定する、物の破砕、選別

その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。「特定粉じん」とは、

法第２条第９項及び条例第２条第７号に規定する、粉じんのうち石綿その他の人の健康に係る

被害を発生する恐れがある物質をいい「一般粉じん」（法第２条第 10 項及び条例第２条第８

号）とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。 
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 ４）一般粉じん発生施設等 

   工場又は事業場に設置される施設で、一般粉じんを発生させるもののうち、その施設から排

出される一般粉じんが大気の汚染の原因となるものを「一般粉じん発生施設（法第２条第 10

項及び条例第２条第９号）」という。一般粉じん発生施設は令別表第２、規則別表第２に示す

施設が該当する。 

特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又

は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるものを「特定粉じん発生施設（法第２条第

11 項）」という。 

特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料が使用されている建築物等を

解体等する作業のうち、その作業の現場から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染

の原因となるものを「特定粉じん排出等作業（法第２条第 12 項及び条例第２条第 10 号）」

という。特定粉じん排出等作業は、法施行令第３条の３、条例施行規則第５条の２に示す特定

粉じんを発生等する原因となる建築材料を排出等する作業が該当する。 

 

 ５）揮発性有機化合物(ＶＯＣ；volatile organic compounds) 
「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物

（浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除

く。）をいう。 

   ＶＯＣに該当する主な物質  (1)トルエン(2)キシレン(3)1,3,5-トリメチルベンゼン 

                 (4)酢酸エチル(5)デカン(6)メタノール(7)ジクロロメタン 

                 (8)メチルエチルケトン など 

 

６）揮発性有機化合物排出施設（ＶＯＣ排出施設） 

   法第２条第５項に規定するものをいい、令別表第１の２に示す施設が該当する。 
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上

 

2
1 

反
応

・
濃

縮
施

設
 

焼
成

炉
・

溶
解

炉
 

 
 燐

、
燐

酸
、

燐
酸

質
肥

料
又

は
複

合
肥

料
の

製
造

（

原
料

に
燐

鉱
石

を
使

用
す

る
も

の
に

限
る

）
の

用
に

供

す
る

反
応

施
設
、

濃
縮
施

設
、
焼

成
炉
及

び
溶
解

炉
 

 
燐

鉱
石

の
処

理
能

力
が

8
0
K
g
/
h
以

上
又

は
バ

ー
ナ

ー
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
5
0
L
/
h
以

上
又

は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

2
0

0
K
V
A以

上
 

2
2 

 
凝

縮
・

吸
収

施
設

 

蒸
溜

施
設
 

 
 弗

酸
の

製
造

の
用

に
供

す
る

凝
縮

施
設

、
吸

収
施

設

 
及

び
蒸

溜
施

設
（
密

閉
式
の
も

の
を
除

く
）

 

 
伝

熱
面

積
が

1
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
又

は
ポ

ン
プ

の
動

力
が

１
K
W以

上
 

2
3 

 
反

応
施

設
・

乾
燥

炉

焼
成

炉
 

 
ト

リ
ポ

リ
燐

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

の
製

造
（

原
料

に
燐

鉱

石
を

使
用

す
る

も
の

に
限

る
）

の
用

に
供

す
る

反
応

施

設
、

乾
燥

炉
及
び

焼
成
炉

 

 
原

料
の

処
理

能
力

が
8
0
K
g
/
h
以

上
又

は
火

格
子

面
積

が
１

ｍ
２
以

上
又
は

バ
ー
ナ

ー
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
5
0L
/
h以

上
 

2
4 

鉛
 溶

 解
 炉

 
 
鉛

の
第

二
次

精
錬

(
鉛

合
金

の
製

造
を

含
む

)
又

は
鉛

の
管
、

板
若
し
く

は
線
の

製
造
に

供
す
る

溶
解
炉

 

 
バ

ー
ナ

ー
の

燃
焼

能
力

1
0
L
/
h
 
以

上
、

変
圧

器
の

定
格

容
量

4
0
K
VA
以
上

 

2
5 

溶
 

 
解

 
 
炉

 
 
鉛

蓄
電

池
の

製
造
の

用
に
供
す

る
溶
解

炉
 

 
バ

ー
ナ

ー
の

燃
料

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換
算

４
L
/
h
以

上
で

あ
る
か
、

又
は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

20
K
VA

以
上
 

2
6 

溶
解

炉
・

反
射

炉
・

反
応

炉
・

乾
燥

施
設
 

 
鉛

系
顔

料
の

製
造

の
用

に
供

す
る

溶
解

炉
、

反
射

炉

、
反

応
炉

及
び
乾

燥
施
設

 

 
容

量
が

0
.
1ｍ

３
以

上
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
４

L
/
h
以

上
で

あ
る

か
、

又
は

変
圧

器
の

定

格
容
量
が

2
0K

V
A以

上
 

2
7 

 
吸

収
施

設
・

漂
白

施

設
・

濃
縮

施
設
 

 
硝

酸
の

製
造

の
用

に
供

す
る

吸
収

施
設

、
漂

白
施

設

及
び

濃
縮

施
設
 

 
硝

酸
を

合
成

し
、

漂
白

し
、

又
は

濃
縮

す
る

能
力

が
1
0
0
K
g
/

h
以
上

 

2
8 

コ
ー

ク
ス

炉
 

 
 
原
料

の
処
理

能
力
が

2
0t
/日

以
上
 

2
9 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
 

 

 
燃
料

の
燃
焼

能
力
が

重
油

換
算

5
0L
/
h以

上
で

あ
る

こ
と
 

3
0 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関
 

 

3
1 

ガ
 
ス

 
機
 

関
 

 
 
燃
料

の
燃
焼

能
力
が

重
油

換
算

3
5L
/
h以

上
 

3
2 

ガ
ソ

リ
ン

機
関
 

 

 
※

 
「
重

油
換
算

」
･
･
･液

体
燃
料
は

1
0
L，

ガ
ス
燃
料

は
1
6
㎥
 
，

固
体
燃

料
は

1
6
k
g
が
重

油
10
L
に
相
当

す
る

(
昭
和

4
6
年

8
月

25
日
付
け
環
大
企
第

5
号
環
境

庁
大
気
保
全
局
長
通

知
)
。
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   ２
）
表

1
-2
 
 
沖
縄
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
係

る
ば
い
煙

発
生
施
設

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 (
規

則
別

表
第

１
) 

 
 

項
 

施
 
設
 

の
 
種

 
類
 

施
 

設
 

の
 
規

 
模
 

規
制

基
準
 

沖 縄 県 生 活 環 境 保 全 条 例 

ば い 煙 発 生 施 設 

１
 

 
ボ
イ
ラ
ー
（
熱
風
ボ
イ
ラ
ー
を
含
み
、
熱
源
と
し
て
電
気
又
は
廃
熱
の

み
を
使
用
す
る
も
の
及
び
硫
黄
化

合
物
の
含
有
率
が
体
積
比
で
0
.1
パ
ー

セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
ガ
ス
（
以
下

「
希
硫
ガ
ス
」
と
い
う
。
）
を
燃
料
と

し
て
専
焼
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。

）
 

日
本

工
業

規
格

（
以

下
「

規
格

」
と

い
う

。
）

Ｂ
8
2
0
1
及

び

Ｂ
8
2
0
3
の

伝
熱

面
積

の
項

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し

た
伝

熱
面

積
が

、
５

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満
で
あ
る
こ
と
。

 

ば
い
煙
の
排
出
基
準

 

１
 

硫
黄

酸
化

物
 

２
 

ば
い

じ
ん
 

３
 

有
害

物
質
 

(
1
)カ

ド
ミ

ウ
ム

及
び

そ
の

化
合

物
 

(
2
)塩

素
及

び
塩

化
水

素
 

(
3
)
 弗

素
、

弗
化

水

素
及

び
弗

化
珪

素
 

(
4
)
 鉛

及
び

そ
の

化

合
物
 

 

２
 
金
属
の
精
製
又
は
鋳
造
の
用
に
供

す
る
溶
解
炉
（
電
気
炉
、
転
炉
、
平
炉

及
び
希
硫
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
専

焼
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
）

 
火

ご
う

格
子

面
積

（
火

ご
う

格
子

の
水

平
投

影
面

積
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

、
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
１

平
方

メ
ー

ト
ル

未

満
で

あ
る

か
、

羽
口

面
断

面
積

（
羽

口
の

最
下

端
の

高
さ

に

お
け

る
炉

の
内

壁
で

囲
ま

れ
た

部
分

の
水

平
断

面
積

を
い

う

。
以

下
同

じ
。

）
が

、
0
.
2
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換

算
１

時
間

当
た

り
2
5
リ

ッ
ト

ル
以

上
5
0
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

あ

る
か

、
又

は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

 
1
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア
以
上
2
00
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 

３
 
窯
業
製
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る

焼
成
炉
及
び
溶
融
炉
（
電
気
炉
及
び
希

硫
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
専
焼
さ
せ

る
も
の
を
除
く
。
）

 

４
 

無
機
化
学
工
業
品
又
は
食
料
品
の

製
造
の
用
に
供
す
る
反
応
炉
（
カ
ー
ボ

ン
ブ
ラ
ッ
ク
製
造
用
燃
焼
装
置
を

含
む
。
）
及
び
直
火
炉
（
希
硫
ガ
ス
を

燃
料
と
し
て
専
焼
さ
せ
る
も
の
を

除
く
。
）

 

５
 
 
廃

棄
物

焼
却

炉
 

火
ご

う

格
子

面
積

が
１

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

２
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

又
は

焼
却

能
力

が
１

時
間

当
た

り
1
0
0
キ

ロ

グ
ラ
ム
以
上
2
0
0キ

ロ
グ
ラ
ム
未
満
で
あ
る
こ
と
。

 

 
※
希

硫
ガ
ス

・
・

・
い

お
う

化
合

物
の

含
有

率
が

体
積

比
で

0
.
1
パ

ー
セ
ン

ト
以
下

で
あ
る
ガ

ス
を
い

う
。
 

 ３
）
表

2
-1
 

大
気
汚
染
防
止
法
に
係
る

一
般
粉

じ
ん
発
生

施
設
 
  

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
(令

別
表

２
）
 

 
項
 

施
 

 
設

 
 

の
 
 

種
 
 

類
 

施
 

設
 

の
 
規

 
模
 

規
制
基

準
 

大 汚 染 防 止 法 

一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 

１
 
 
コ

ー
ク

ス
炉
 

 
 

 
処
理

能
力
が

5
0t

/日
 

施
設

の
構

造
並

び
に

使

用
及

び
管

理
に

関
す

る

基
準
 

２
 
 
鉱

物
又

は
土

石
の

堆

積
場
 

 
コ

ー
ク

ス
を

含
み
、

石
綿
を
除

く
 

 
面
積

1
,0

0
0㎡

以
上

 

３
 
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ア

・

バ
ケ

ッ
ト

コ
ン

ベ
ア
 

 
鉱

物
、

土
石

又
は

セ
メ

ン
ト

の
用

に
供

す
る

も
の

に

限
り

、
密

閉
も
の

を
除
く

 
ベ

ル
ト
幅

7
5c

m以
上

又
は

バ
ケ

ッ
ト

内
容

積
0
.
03

ｍ
3 以

上
 

４
 
破

砕
機

・
摩

砕
機
 

 
鉱

物
、

岩
石

又
は

セ
メ

ン
ト

の
用

に
供

す
る

も
の

に

限
り

、
湿

式
の
も

の
及
び

密
閉
式

の
も
の

を
除
く

 
 
原
動

機
の
定

格
出
力

7
5K
W以

上
 

５
 
ふ

 
  
 る

 
  
 い

 
 
鉱

物
、

岩
石

又
は

セ
メ

ン
ト

の
用

に
供

す
る

も
の

に

限
り

、
湿

式
の
も

の
及
び

密
閉
式

の
も
の

を
除
く

 
 
原
動

機
の
定

格
出
力

1
5K
W以

上
 

 
※
「
項
」
は
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
別
表
第
１
別
表
第
２
の
項
番
号
で
す
。
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   ４
）
表

2
-2
 
 
沖
縄
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
係

る
一
般
粉

じ
ん

発
生
施

設
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

(規
則

別
表

第
２

) 

 
項
 

施
 

 
設

 
 

の
 
 

種
 
 

類
 

施
 
設

 
の
 

規
 
模

 
規

制
基

準
 

  

沖 縄 県 生 活 環 境 保 全 条 例 

一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 

１
 
鉱
物
（
コ
ー
ク
ス
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
土
石
の

た
い

堆
積
場

 
面
積
が
3
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
1
,
0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
る
こ
と
。

 

施
設

の
構

造
並

び
に

使
用

及
び

管
理

に
関

す
る

基
準
 

２
 
鉱
物
、
土
石
又
は
セ
メ
ン
ト
の
用

に
供
す
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
及
び
バ
ケ
ッ

ト
コ
ン
ベ
ア
（
密
閉
式
の
も
の
を

除
く
。
）

 

ベ
ル
ト
の
幅
が
6
0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

7
5セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
か

、
又
は
バ
ケ
ッ
ト
の
内
容
積
が
0
.
0
1
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
0
.0
3
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
こ
と
。

 

３
 
お
が
く
ず
又
は
木
材
チ
ッ
プ
の
用

に
供
す
る

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
及
び
バ
ケ
ッ

ト
コ
ン
ベ
ア
（
密
閉
式
の
も
の
を

除
く
。
）

 

ベ
ル
ト
幅
が
6
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
バ

ケ
ッ
ト
の
内
容
積

が
0
.
0
1
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

。
 

４
 
鉱
物
、
岩
石
又
は
セ
メ
ン
ト
の
用

に
供
す
る
破
砕
機
及
び
摩
砕
機
（
湿
式
の

も
の
及
び
密
閉
式
の
も
の
を
除
く

。
）

 

原
動

機
の

定
格

出
力

が
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

7
5
キ

ロ
ワ

ッ

ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

 

５
 
木
材
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
用
に

供
す
る
破
砕
機
及
び
摩
砕
機
（
湿
式
の
も

の
及
び
密
閉
式
の
も
の
を
除
く
。

）
 

原
動

機
の

定
格

出
力

が
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

で
あ

る
こ

と

。
 

６
 
鉱
物
、
岩

石
又
は
セ
メ
ン
ト
の
用
に
供
す
る
ふ
る
い
（
湿
式
の
も
の
及
び
密

閉
式
の
も
の
を
除
く
。
）

 

原
動

機
の

定
格

出
力

が
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

1
5
キ

ロ
ワ

ッ

ト
未
満
で
あ
る
こ
と
。

 

７
 
木
材
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
用
に

供
す
る
ふ
る
い
（
湿
式
の
も
の
及
び
密
閉

式
の
も
の
を
除
く
。
）

 
原

動
機
の

定
格
出

力
が

7.
5キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

で
あ

る
こ

と
。
 

８
 
飼
料
又
は
有
機
質
肥
料
の
製
造
の

用
に
供
す
る
粉
砕
施
設
及
び
ふ
る
い

 

※
 
「
項
」
は
沖
縄
県
生
活
環
境
保
全
条
例

施
行
規
則
別
表
第
１
、
別
表
第
２
の
項
番
号
を
示
す
。
 

 
 ①
堆
積
場
 

※
 
「
鉱
物
」
と
は
鉱
業
法
第

3
条
第

1
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
，
岩
塩
等
の
外
国
産
の
鉱
物
，
コ
ー
ク
ス
，
硫
酸
焼
鉱
，
鉱
石
の
ペ
レ
ッ
ト
，

化
学
石
こ
う
，
カ
ー
バ
イ
ド
等
を
含
む
。
 

※
 
堆
積
場
が
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
連
続
し
て
い
る
も
の
は
一
施
設
と
す
る
。
二
種
類
以
上
の
鉱
物
ま
た
は
土
石
が
区
画
し
て
堆
積
さ
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
も
連

続
し
て
い
る
も
の
は
一
施
設
と
す
る
。
 

※
 
「
岩
石
」
と
は
、
採
石
法
第
２
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

※
 
「
土
石
」
と
は
、
「
鉱
物
」
又
は
「
岩
石
」
以
外
の
も
の
を
い
い
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
ら
等
を
含
む
。
 

※
 
建
設
現
場
な
ど
で
長
期
に
わ
た
っ
て
使
用
す
る
「
堆
積
場
」
は
原
則
と
し
て
届
出
対
象
と
な
る
。
 

②
破
砕
機
等
 

※
 
密
閉
構
造
と
は
、
発
生
し
た
粉
じ
ん
が
施
設
外
の
大
気
中
に
排
出
し
な
い
構
造
を
い
う
。
例
え
ば
、
バ
ッ
チ

式
の
完
全
密
閉
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
タ
イ
ト
構
造
、
あ
る
い
は
挿

入
口
、
排
出
口
に
続
き
施
設
の
担
当
部
分
が
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
も
の
が
該
当
す
る
。
 

 
※
 
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
の
場
合
は
、
ホ
ッ
パ
ー
、
破
砕
機
等
の
施
設
で
区
切
ら
れ
、
定
置
さ
れ
た
一
連
の
コ

ン
ベ
ア
ー
単
基
の
集
合
を
全
体
と
し
て
一
施
設
と
す
る
。
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  ５
）
表
３
 
大
気
汚
染
防
止
法
に
係
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(規

則
令
別
表
１
の
２
) 

 
項
 

施
 

 
設

 
 

の
 
 

種
 
 

類
 

施
 
設

 
の
 

規
 
模

 
規

制
基

準
 

  

大 気 汚 染 防 止 法 

揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設 

１
 

揮
発
性
有
機
化
合
物
を
溶
剤
と
し

て
使
用
す
る
化
学
製
品
の
製
造
の
用
に
供

す
る
乾
燥
施
設
（
揮
発
性
有
機
化

合
物
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
 

送
風
機
の
送
風
能
力
（
送
風
機
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
施
設

に
あ
っ
て
は
、
排
風
機
の
排
風
能
力
。
以
下
同
じ
。
）
が

3
,
0
0
0
㎥
/
h
以
上
 

Ｖ
Ｏ

Ｃ
の

排
出

基
準
 

  

２
 
塗
装
施
設
（
吹
付
塗
装
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）
 

排
風
機
の
排
風
能
力
が

1
0
0,
0
0
0
㎥
/
h
以
上
 

３
 
塗
装
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（

吹
付
塗
装
及
び
電
着
塗
装
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
 

送
風
機
の
送
風
能
力
が

1
0
,0
0
0
m
3
／
h
以
上
 

 

４
 

印
刷
回
路
用
銅
張
積
層
番
、
粘
着

テ
ー
プ
若
し
く
は
粘
着
シ
ー
ト
、
は
く
離

紙
又
は
包
装
材
料
（
合
成
樹
脂
を

積
層
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
製
造
に
係

る
接
着
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設

 

送
風
機
の
送
風
能
力
が

5
,
00
0
m
3
／
h
以
上

 

５
 
接
着
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（

前
項
に
掲
げ
る
も
の
及
び
木
材
又
は
木
製

品
（
家
具
を
含
む
。
）
の
製
造
の

用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 

送
風
機
の
送
風
能
力
が

1
5
,0
0
0
m
3
／
h
以
上
 

 

６
 
印
刷
の
用
に
供
す
る

乾
燥
施
設

（
オ
フ
セ
ッ
ト
輪
転
印
刷
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

 

送
風
機
の
送
風
能
力
が

7
,
00
0
m
3
／
h
以
上

 

７
 
印
刷
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（

グ
ラ
ビ
ア
印
刷
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 
送
風
機
の
送
風
能
力
が
2
7
,
00
0
m
3
／
h以

上
 

 

８
 

工
業
の
用
に
供
す
る
揮
発
性
有
機

化
合
物
に
よ
る

洗
浄
施
設
（
当
該
洗
浄
施

設
に
お
い
て
洗
浄
の
用
に
供
し
た

揮
発
性
有
機
化
合
物
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め

の
乾
燥
施
設
を
含
む
。
）

 

洗
浄
施
設
に
お
い

て
揮
発
性
有
機
化
合
物
が
空
気
に
接
す
る

面
の
面
積
が
５
㎡
以
上

 

９
 

ガ
ソ
リ
ン
、
原
油
、
ナ
フ
サ
そ
の

他
の
温
度
３
７
．
８
度
に
お
い
て
蒸
気
圧

が
２

０
k
P
a
を

超
え

る
揮

発
性

有
機

化
合

物
の

貯
蔵

タ
ン

ク
（

密
閉

式
及

び

浮
屋
根
式
（
内
部
浮
屋
根
式
を
含

む
。
）
の
も
の
を
除
く
。
）
 

容
量
が
1
,
0
00
k
L以

上
 

※
「
乾
燥
施
設
」
は
、
Ｖ
Ｏ
Ｃ
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
 

※
「
送
風
機
の
送
風
能
力
」
が
規
模
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
施
設
で
、
送
風
機
が
な
い
場
合
は
、
排
風
機
の
排
風

能
力
を
規
模
の
指
標
と
す
る
。
 

 ６
）
適
用
除
外
（
法
第

2
7
条
第
１
項
）
 

・
電
気
事
業
法
（
昭
和

3
9
年
法
律
第

1
7
0
号
）
第

2
条
第

1
項
第

1
6
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和

29
年
法
律
第

5
1
号
）
第
２
条
第

13
項
に
規
定
す
る

ガ
ス
工
作
物
又
は
鉱
山
保
安
法
（
昭
和

24
年
法
律
第

7
0
号
）
第

1
3
条
第

1
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
る
ば
い
煙
発
生
施
設
、
特
定
施
設
、
揮
発
性
有
機
化
合

物
排
出
施
設
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
又
は
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
（
以
下
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
発
生
し
、
又
は
飛
散
す
る
ば
い
煙
、
特
定
物
質
、

揮
発
性
有
機
化
合
物
、
一
般
粉
じ
ん
又
は
特
定
粉
じ
ん
（
以
下
「
ば
い
煙
等
」
と
い
う
。
）
を
排
出
し
、
又
は
飛
散
さ
せ
る
者
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
法
律
に
基
づ
き
届
出
を
行

う
こ
と
と
な
る
（
大
気
汚
染
防
止
法
の
届
出
の
対
象
外
）
。
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４ ばい煙発生施設に係る排出基準 

 １）いおう酸化物に係る排出基準（大気汚染防止法、沖縄県生活環境保全条例共通） 

   いおう酸化物の排出基準は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出され

るいおう酸化物の量について、地域の区分ごとに排出ロの高さに応じて定められる排出許

容量で、次式により求められる。 

   いおう酸化物排出許容量計算式… ………① 

   この式においてｑ、Ｋ及びＨｅは、それぞれ次の値を表わすものとする。 

    ｑ：いおう酸化物排出許容量（０℃１気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

    Ｋ：地域の区分ことに掲げる値（表４） 

   Ｈｅ：次の式によって補正された排出口の高さ（単位：メートル）煙突に傘のあるものを除

く。 

Ｈe＝Ｈo＋0.65（Ｈm＋Ｈt） 

 

Ｈm＝ 

     1＋ 

 

Ｈt＝2.01×10-3･Ｑ･(Ｔ―288)･(2.30logＪ＋   ―1) 

 

Ｊ＝      (1460-296×          )＋1 

 

 これらの式においては、Ｈｅ、Ｈｏ、Ｈｍ，Ｈｔ，Ｑ，Ｖ、及びＴはそれぞれ次の値を表わすも

のとする。 

   Ｈｅ：補正された排出口の高さ（有効煙突高、ｍ） 

   Ｈｏ：排出口の実高（ｍ） 

   Ｈｍ：排出口における上向きの運動量による上昇高さ（ｍ） 

   Ｈｔ：排ガス温度と大気温度との温度差による上昇高さ（ｍ） 

    Ｑ：温度１５℃における排出ガス量（ｍ３/ｓ） 

    Ｖ：排出ガスの排出速度（ｍ/ｓ） 

    Ｔ：排出ガスの温度（絶対温度） 

また、実際に排出口から排出されるいおう酸化物の量は次式により算出し、その結果、ｑ’≦ｑ

であれば排出基準を満たしていることになる(原料等からのいおう酸化物の排出がある場合は、そ

れを加えた総排出量とする)。 

    ｑ’＝0.007×Ｗ×ｄ×Ｓ…………② 

    Ｗ：最大燃原料使用量 （L/ｈ又は Kg/h） 

    ｄ：燃料の比重（固体の場合はｄ＝１） 

    ｓ：硫黄分（％） 

なお、排出基準の算定式①中、Ｈｅは次による。 

ア 実煙突高Ｈｏは、グランドレベル（ＧＬ）からの高さとする。 

イ 煙突頂部に傘がついている場合は、Ｈe＝Ｈｏとし、その場合のＨｏは上図のとお     

りとする。 

ｑ＝Ｋ×１０－３・Ｈｅ２

0.795 Ｑ･Ｖ 

2.58 

Ｖ 
1 

Ｊ 

1 

Ｑ･Ｖ 

Ｖ 

Ｔ―288 

8



 

表４ 各市町村におけるＫ値                             (法施行令別表第３の２) 

 Ｋの値            区          域 

9.0 

那覇市 宜野湾市 浦添市 うるま市（石川赤崎、石川赤崎一丁目、石川赤崎二丁目

、石川赤崎三丁目、石川東山一丁目、石川東山二丁目、石川東山本町一丁目、石川東

山本町二丁目、石川曙一丁目、石川曙二丁目、石川曙三丁目、石川一丁目、石川二丁

目、石川、石川石崎一丁目、石川石崎二丁目、石川伊波、石川嘉手苅、石川白浜一丁

目、石川白浜二丁目、石川楚南、石川東恩納、石川東恩納崎、石川山城、与那城安勢

理、与那城伊計、与那城池味、与那城上原、与那城中央、与那城照間、与那城桃原、

与那城西原、与那城饒辺、与那城平宮、与那城平安座、与那城宮城、与那城屋慶名、

与那城屋平及び与那城の区域に限る。） 金武町 北谷町 北中城村 中城村 西原

町 与那原町 

13.0 

糸満市 沖縄市 うるま市（勝連内間、勝連津堅、勝連南風原、勝連浜、勝連比嘉、

勝連平敷屋及び勝連平安名の区域に限る。） 豊見城市 恩納村 宜野座村 読谷村

 嘉手納町 南風原町 

17.5  その他の区域 

 ただし、以下のばい煙発生施設については、当分の間、硫黄酸化物の排出基準の適用が猶予され

る。 

①昭和 60年 9月 9日以前に設置された小型ボイラー 

②昭和63年1月31日以前に設置されたガスタービン及びディーゼル機関であって，排出ガス量が1万㎥N 

／h未満のもの 

③ガスタービン及びディーゼル機関並びにガス機関及びガソリン機関のうち専ら非常用として用いられ

るもの 

 

 

２）有害物質に係る排出基準 

   法律及び条例で定められた有害物質の排出基準はばい煙発生施設の種類ごとに定められてお

り、表 5-1(有害物質:法律)、表 5-2(有害物質:条例)、表 5-3(窒素酸化物:法律のみ)に示すと

おりである。 

   窒素酸化物及び塩化水素の排ガス中の濃度については次式により算出する。 

  ア.窒素酸化物(法律)  

Ｃ ：窒素酸化物の濃度(ppm) 

Ｏｎ：各施設毎に定められた値(残存酸素濃度)(％) 

Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度（％） 

Ｃｓ：JISK0104 で測定された濃度(ppm) 

イ.塩化水素(法律)      

Ｃ ：塩化水素の濃度(mg/Nm3) 

Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度（％） 

Ｃｓ：JISK0107 で測定された濃度(mg/Nm3) 

 

    9 
Ｃ＝    ・Ｃｓ 
  21-Ｏｓ 

  21-Ｏｎ 
Ｃ＝    ・Ｃｓ 
  21-Ｏｓ 

9



 

 表 5-1 大気汚染防止法による有害物質の排出基準                 (法施行規則別表第３) 

物 質 名 ば い 煙 発 生  施 設 定量物質 排出基準 

(mg/m３) 

カドミウム

及びその化

合物 

カドミウム顔料などの乾燥施設 

カドミウム化合物を原料とするガラス製造用の焼成炉，

溶融炉 
カドミウム 1.0 

銅・鉛・亜鉛の精錬用の焙焼炉,転炉,溶解 炉,乾燥炉 

鉛及び 

その化合物 

銅・鉛・亜鉛の精錬用の焼結炉,溶鉱炉 

鉛 

30 

鉛の二次精錬・二次製品(管,板,線,鉛蓄電池,鉛系顔料)

用の溶鉱炉 
10 

鉛ガラス用の焼成炉,溶融炉 20 

塩素及び 

塩化水素 

塩素反応施設・吸収施設など 塩素 30 

塩素反応施設・吸収施設など 
塩化水素 

80 

廃棄物焼却炉 700 

弗素,弗化水

素及び弗化

珪素 

アルミニウム精錬電解炉(排出口) 

弗素 

3.0 

アルミニウム精錬電解炉(天井系) 1.0 

弗化物を用いるガラス焼成炉,溶融炉 

燐,燐酸,燐酸肥料製造用などの反応施設,濃縮施設,溶解

炉の一部,弗酸,トリポリ燐酸ソーダ製造用の施設の一部(

吸収施設など) 

10 

過燐酸石灰製造用の反応施設など 15 

燐酸肥料製造用の焼成炉,平炉 20 

窒素酸化物 表５－３による   
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表 5-2 沖縄県生活環境保全条例による有害物質排出基準                  (規則別表第６) 

大 気 有 害 物 質 の 排 出 基 準                          

大気有害物質の種類 許   容   限   度 

カドミウム及びその化合物 カドミウムとして                 1.0ミリグラム 

塩素                               30ミリグラム 

塩化水素 
別表第１の５の項に掲げる廃棄物焼却炉 700ミリグラム 

別表第１の５の項以外の項に掲げる施設 80ミリグラム 
ふ っ

弗素、
ふ っ

弗化水素及び
ふ っ

弗化
け い

珪素 
ふ っ

弗素として                                10ミリグラム 

鉛及びその化合物 鉛として                                  20ミリグラム 

備考 １ 大気有害物質の量は、温度が零度であって、圧力が１気圧の状態に換算した排出ガス

１立方メートル当たりの量とする。  

   ２ 当該大気有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出さ

れる大気有害物質（１時間につき合計６分間を超えない時間内に排出されるものに

限る。）は含まれないものとする。 

   ３ この表の塩化水素に係る大気有害物質の量欄に掲げる塩化水素の量（別表第１の

５の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。）は、次の式により算出された塩

化水素の量とする。 

 
 

         Ｃ＝     ･Ｃs 

 

この式において、Ｃ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｃ  塩化水素の量（単位 ミリグラム） 

Ｏs 排出ガス中の酸素の濃度（単位 百分率） 

Ｃs 規格Ｋ0107に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を

温度が零度であって圧力が１気圧の状態における排出ガス１立方メートル中の量

に換算したもの（単位 ミリグラム） 

４ 大気有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、１工程の平均の量とする。 

５ 測定方法は、付表に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

３）ばいじんに係る排出基準 

  ばいじんに係る排出基準は表 6-1(法律)、表 6-2(条例)に示すとおりである。 

  ばいじん量は、次式により算出された量とする。 

   下式において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ及びＣｓ はそれぞれ次の値を表すものとする。 

Ｃ ：ばいじんの量（グラム） 

Ｏｎ：表 5-3 中、Ｏｎの欄に記載された値 

Ｏｓ：排出ガス中の酸素濃度(百分率とし、20％をこえる場合は 20％

とする。) 

Ｃｓ：JISZ8808 に定める方法により測定されたばいじん量(グラム) 
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21―Ｏs 

  21-Ｏｎ 
Ｃ＝    ・Ｃｓ 
  21-Ｏｓ 
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表

5
-
3
 
大

気
汚
染

防
止
法
に

よ
る

窒
素

酸
化
物

の
排
出
基
準
 
 
 
 
 
 
 

 
  

(
法

施
行

規
則

別
表

第
３

の
２

) 

令 別 表 第 1 の 項
 

細 番 号 

ば
い
煙

発
生

施
設
 

の
種

類
※

1 

規
 

模
 

(
湿

り
最

大
定

格
排

ガ
ス

量
 

万
m
３
N
/h
) 

残
存

 

酸
素

 

濃
度

 

O
n 

(
％

) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

排
 
出

 
基

 
準

 
値

 
(
pp
m
) 

4
8
年
8
月
9
日
 

ま
で
に
設

置
 

さ
れ
た
施

設
 

4
8
年
8
月
1
0日

 

か
ら
5
0年

1
2月

 

9
日
ま

で
に
設

置
さ
れ
た

施
設

 

5
0
年
1
2月

1
0日

か
ら

5
2年

6月
1
7

日
ま
で
に

設
置

さ
れ
た
施

設
 

5
2
年
6
月
1
8日

か
ら
 

5
4
年
8
月
9
日

ま
で
 

に
設
置

さ
れ

た
施

設
 

5
4
年
8
月
1
0日

 

か
ら
5
8年

9月
 

9
日

ま
で

に
設
 

置
さ

れ
た

施

設
 

5
8
年

9
月

1
0日

か
ら
 

6
2
年

3
月

3
1日

ま
で

に
設

置
さ

れ
た

施
設
 

6
2
年

4
月

1
日

以
降

設
置
 

さ
れ

た
施

設
 

5
2
年
6
月
1
8日

か

ら
5
2年

9月
9日

ま

で
に
設

置
さ

れ
た

液
体
燃

焼
小

型
ボ

イ
ラ
ー

 

 
5
8
年

9
月

1
0日

 

か
ら
5
9年

9月
 

9
日

ま
で

に
設

置
 

さ
れ

た
施

設
 

 

1
 

①
 

    

ガ
ス
専
焼

ボ
イ

ラ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
0
以

上
 

5
% 

1
3
0 

1
0
0 

6
0 

1
0
～

5
0 

1
0
0 

4
～

10
 

1
3
0 

1
～

4 
1
5
0 

1
3
0 

1
未

満
 

1
5
0 

1
5
0 

小
型

ﾎﾞ
ｲﾗ
ｰ 

 
当

分
の
間

、
適
用

し
な
い

。
 

（
小

型
ボ
イ

ラ
ー
と

は
、
伝

熱
面
積
10
m
２
未
満
で
バ
ー
ナ
ー
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算

50
L/

h以
上
の
も
の
。
）
 

②
 

     

低
品
位
炭

燃
焼

ボ
イ

ラ
一
 

(
天
井

バ
ー

ナ
ー
)
※
2 

   

7
0
以

上
 

6
% 

4
0
0
  

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

2
0
0 

 

5
0
～

7
0 

4
2
0 

2
5
0 

2
0
～

5
0 

3
5
0 

4
～

20
 

4
5
0 

1
～

4 
3
8
0
  

3
5
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
5
0 

O
.
5～

1 

0
.
5未

満
 

4
8
0 

4
8
0 

4
8
0 

3
8
0 

③
 
低

品
位
炭

専
焼

ボ
イ

ラ
一
 

 
 
天
井
バ

ー
ナ

ー
 

 
 
3
0万

m
３
Ｎ
/
h以

上
 

7
0
以

上
 

6
% 

4
8
0 

3
0
0 

3
0
0 

2
0
0 

5
0
～

7
0 

3
0
～

5
0 

3
5
0 

2
5
0 

④
 

 

低
品
位
炭

専
焼

ボ
イ

ラ
一
 

 
火
炉

分
割

壁
型
,
火

炉
熱

 

 
 
 発

生
率

58
6
04
7
kJ
 

 
{
1
4万

kc
a
l/
m
３
･h
}以

上
, 

 
5
0万

m
３
Ｎ
/h

以
上
 

7
0
以

上
 

6
% 

5
5
0 

3
0
0 

2
0
0 

5
0
～

7
0 

2
5
0 

12



  

１
 
⑤
 
低

品
位
炭

専
焼

ボ
イ

ラ
ー
 

 
3
0万

m
３
Ｎ
/
h以

上
, 

 
③
,
④
以

外
) 

7
0
以

上
 

6
% 

4
8
0 

3
0
0 

  
 
 
30

0 

2
0
0 

5
0
～

7
0 

3
0
～

5
0 

3
5
0 

2
5
0 

⑥
 

低
品
位
炭
燃
焼
ボ
イ
ラ
一
 

 
 火

炉
分

割
壁
型
,火

炉
熟
発
生
率

5
86
0
47
k
J{
1
4万

kc
a
1/
m
３
・
h}

以
上

,④
,⑤

以
外
 

7
0以

上
 

6
% 

4
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

2
0
0 

5
0～

70
 

4
2
0 

2
5
0 

2
0～

50
 

3
5
0 

4
～
2
0 

4
5
0 

1
～
4 

3
8
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
5
0 

0
.
5～

1 

0
.
5未

満
 

4
8
0 

4
8
0 

4
8
0 

3
8
0 

⑦
 

石
炭
專
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 
 前

面
燃

焼
方
式
,自

然
循
環
型

,

火
炉

熱
発
生
率

58
60

47
k
J｛

14

万
kc

a1
/
m３

･h
}以

上
,2

0万
～

2

5万
m
３

Ｎ
/h
の
も
の
 

 
6
% 

4
5
0 

3
5
0 

3
0
0 

2
5
0 

⑧
 

 
石
炭
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 
 接

線
型

チ
ル
チ
ン
グ
バ
ー
ナ
ー

,

1
00
万

m
３
Ｎ
/h
以
上
 

 
6
% 

4
3
0 

3
0
0 

2
0
0 

⑨
 

 
石
炭
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 
 流

動
層

燃
焼
方
式

, 

 
 4
万
m
３
Ｎ
/h
未
満
 

1
～

4 

 
 
6
% 

4
5
0 

3
8
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
8
0 

3
6
0 

3
5
0 

O
.
5～

1 
3
9
0 

O
.
5未

満
 

4
8
0 

4
8
0 

4
8
0 

3
8
0 

3
8
0 

⑩
 

 
石
炭
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 
 散

布
式

ス
ト
ー
カ
ー
型
 

 
 4
万

～
10
万
m
３
Ｎ
/h
 

 

6
% 

4
5
0 

3
5
0 

3
0
0 

3
2
0 

⑪
 

 
固
体
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 
 流

動
層

燃
焼
方
式

, 

 
 4
万
m
３
Ｎ
/h
未
満
 

0
.
5～

4 
6
% 

4
5
0 

3
8
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
6
0 

3
5
0 

0
.
5未

満
 

4
8
0 

4
8
0 

4
8
0 

3
8
0 

⑫
 

      

 
固
体
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 火
炉

熱
発
生
率

83
72
1
0K
J
{2
0万

k
ca
1
/m

３
･h
}以

上
,再

熱
再
生

抽
気

復
水
式
自
然
循
環
型

,5
9.
1

2
.3
1ま

で
に
固
体
燃
焼
ボ
イ
ラ

ー
に

転
換
す
る
も
の

,5
0万

～
70

万
m
３
Ｎ
/h
の
も
の
 

 

6
% 

4
2
0 

3
0
0 

2
5
0 
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表
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大

気
汚
染
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止
法
に

よ
る

窒
素

酸
化
物

の
排
出
基
準

 

令 別 表 第 1 の 項
 

細 番 号 

ば
い
煙

発
生

施
設
 

の
種

類
 

規
 

模
 

(
湿

り
最

大

定
格

排
ガ

ス
量
 

万
m
３
N
/h
) 

残
存

 

酸
素

 

濃
度

 

O
n 

(
％

) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

排
 
出
 

基
 
準

 
値
 

(
pp
m
) 

4
8
年
8
月
9
日
 

ま
で
に
設

置
 

さ
れ
た
施

設
 

4
8
年

8
月

1
0日

 

か
ら

5
0年

1
2月

 

9
日
ま

で
に
設

置
 

さ
れ
た
施

設
 

5
0
年
1
2月

1
0日

か
ら
5
2年

6月
1
7

日
ま
で
に

設
置

さ
れ
 

た
施
設

 

5
2
年
6
月
1
8日

か
ら
 

5
4
年
8
月
9
日

ま
で
 

に
設
置
さ

れ
た

施
設
 

5
4
年

8
月

1
0日

 

か
ら
5
8年

9月
 

9
日

ま
で

に
設
 

置
さ

れ
た

施

設
 

5
8
年

9
月

1
0日

か
ら
 

6
2
年

3
月

3
1日

ま
で
 

に
設

置
さ

れ
た

施
設
 

6
2
年

4
月

1
日

以
降

設
置
 

さ
れ

た
施

設
 

5
2
年
6
月
1
8日

か

ら
5
2年

9月
9日

ま
で
に
設

置
さ

れ
た
液
体

燃
焼

小
型
ボ
イ

ラ
ー

 

 
5
8
年

9
月

1
0日

 

か
ら

5
9年

9月
 

9
日

ま
で

に
設

置
 

さ
れ

た
施

設
 

 

１
 
⑬
 
 
固
体

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー
 

 
 
(②

～
⑫

以
外
) 

7
0
以

上
 

6
% 

4
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

2
0
0 

5
0
～

7
0 

4
2
0 

2
5
0 

2
0
～

5
0 

3
5
0 

 
 
  

4
～

20
 

4
5
0 

O
.
5～

4 
3
8
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
5
0 

3
5
0 

O
.
5未

満
 

4
8
0 

4
8
0 

4
8
0 

3
8
0 

⑭
 
排
脱
付
液
体
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー
 

 
 
原
油
タ

ー
ル

  
 
  
 
  

 
 
1
00
万
m
３
Ｎ
/
h未

満
 

5
0
～

1
0
0 

4
% 

2
1
0 

1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

1
3
0 

1
0
～

5
0 

1
5
0 

1
5
0 

4
～

10
 

2
8
0 

1
～

4 

2
8
0 

1
未

満
 

2
8
0 

2
8
0 

1
8
0 

1
8
0 

⑮
 
液

体
燃
焼

ボ
イ

ラ
ー
 

 
(
原
油
タ

ー
ル

,⑭
以

外
) 

5
0
以

上
 

4
% 

1
8
0 

1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

1
3
0 

1
0
～

5
0 

1
9
0 

1
5
0 

1
5
0 

4
～

10
 

2
5
0 

1
～

4 

2
5
0 

1
未

満
 

2
5
0 

2
5
0 

1
8
0 

1
8
0 

⑯
 
排
脱
付
液
体
燃
焼
ボ
イ
ラ
ー

 
原
油

タ
ー

ル
以

外
 ※

3 

 
1
0
0万

m
３
Ｎ
/
h未

満
 

5
0
～

1
0
0 

4
% 

2
1
0 

1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

1
3
0 

1
0
～

5
0 

1
5
0 

1
5
0 

4
～

10
 

1
～

4 
2
5
0 

2
5
0 

1
未

満
 

2
8
0 

2
8
0 

2
8
0 

2
8
0 

1
8
0 

1
8
0 

14



  

１
 
⑰
 
 
液
体

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー
 

〈
⑭
～
⑯

以
外

)※
４
 

 
 

5
0
以

上
 

4
% 

1
8
0 

1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

1
3
0 

1
0
～

5
0 

1
9
0 

1
5
0 

1
5
0 

4
～

10
 

1
～

4 
2
3
0 

2
3
0 

1
未

満
 

2
5
0 

2
5
0 

2
5
0 

2
5
0 

1
8
0 

1
8
0 

 
 

 
 

 
 
 

 S
6
0
.9
.
10

～
 

H
2
.
9.
1
0～

 

⑱
 
固

体
燃
焼

小
型

ボ
イ

ラ
一
 

 
 

 
6
% 

※
昭
和

6
0年

９
月
９

日
以
前

に
、

設
置

の
工
事

に
着
手

し
た

小
型

ボ
イ

ラ
ー

に
は

、
当

分
の

間
、

基

準
値
は
適

用
し
な

い
。

 

※
小

型
ボ

イ
ラ

ー
と

は
、

伝
熱

面
積

1
0
m
２
未

満
で

バ
ー

ナ
ー

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換
算

5
0
L
/
h
以

上

の
も
の
。

 

3
5
0 

⑲
 
液

体
燃
焼

小
型

ボ
イ

ラ
ー
 

 
 

 
4
% 

3
0
0 ※

7 

2
6
0 

 
 
※

7 

２
 
①
 
ガ

ス
発
生

炉
,
加

熱
炉
 

 
7
% 

1
7
0 

1
5
0 

②
 

水
素

ガ
ス

製
造

用
ガ

ス
発

生
炉

(
天

井
バ

ー
ナ

ー
燃

焼
方

式
)
 

 
7
% 

3
6
0 

1
5
0 

３
 
①
 
ペ

レ
ッ
ト

焼
成

炉
 

(
ガ
ス

燃
焼

) 

1
以

上
 

1
5
% 

5
4
0 

2
2
0 

2
2
0 

1
未

満
 

5
4
0 

②
 
焼

結
炉
 

①
以

外
の

ペ
レ

ッ
ト

焼
成

炉
 

1
以

上
 

1
5
% 

3
0
0 

2
2
0 

2
2
0 

1
未

満
 

3
0
0 

③
 

 

焼
結
炉
 

(
①

,②
以

外
) 

1
0
以

上
 

1
5
% 

2
6
0 

2
2
0 

2
2
0 

1
～

10
 

2
7
0 

1
未

満
 

3
0
0 

3
5
0 

④
 
ア

ル
ミ
ナ

製
造

用
煆

焼
炉
 

1
以

上
 

1
0
% 

3
5
0 

2
0
0 

2
0
0 

1
未

満
 

3
5
0 

⑤
 
煆

焼
炉

(④
以

外
) 

 
1
0
% 

2
0
0 

⑥
 
焙

焼
炉
 

 
1
4
% 

2
5
0 

2
2
0 

４
 
 

溶
鉱
炉
 

 
1
5
% 

1
2
0 

1
0
0 

５
 
 

金
属
溶
解

炉
※

4 
 

1
2
% 

2
0
0 

1
8
0 

６
 
①
 
ラ

ジ
ア
ン

ト
チ

ュ
ー

ブ
 

型
金
属
加

熱
炉
 

1
O
以

上
 

1
1
% 

2
0
0 

1
0
0 

1
0
0 

1
～

10
 

1
5
0 

1
5
0 

O
.
5～

1 
2
0
0 

1
8
0 

0
.
5未

満
 

②
 
鍛

接
鋼
管

用
金

属
加

熱
炉
 

1
0
以

上
 

1
1
% 

 
1
O
O 

1
0
0 

1
～

10
 

1
8
0 

0
.
5～

1 
1
5
0 

0
.
5未

満
 

1
8
0 

15



  

表
5
-
3
 
大

気
汚
染

防
止
法
に

よ
る

窒
素

酸
化
物

の
排
出
基
準

 

令 別 表 第 1 の 項
 

細 番 号 

ば
い

煙
発

生
施

設
 

 
 
 
 の

種
類

 

規
 

模
 

(
湿

り
最

大

定
格

排
ガ

ス
量
 

万
m
３
N
/h
) 

残
存
 

酸
素
 

濃
度
 

O
n 

(
％

) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

排
 

出
 

基
 
準

 
値
 

(
pp
m
) 

4
8
年

8
月

9
日

 

ま
で
に
設

置
 

さ
れ
た
施

設
 

4
8
年
8
月
1
0日

か
ら

5
0年

1
2月

9
日
ま

で
に
設

置
さ
れ
た

施
設

 

5
0
年

1
2月

1
0日

か
ら

5
2年

6月
1
7

日
ま
で
に

設
置

さ
れ

 

た
施
設

 

5
2
年
6
月
1
8日

か
ら
 

5
4
年
8
月
9
日

ま
で
 

に
設
置

さ
れ

た
施

設
 

5
4
年

8
月

1
0日

 

か
ら
5
8年

9月
 

9
日

ま
で

に
設
 

置
さ

れ
た

施

設
 

5
8
年

9
月

1
0日

か
ら
 

6
2
年

3
月

3
1日

ま
で
 

に
設

置
さ

れ
た

施
設
 

6
2
年

4
月

1
日

以
降

設
置
 

さ
れ

た
施

設
 

5
2
年
6
月
1
8日

か
ら

5
2
年
9
月
9
日

ま
で

に
設
置
さ
れ
た
液
体

燃
焼
小
型
ボ
イ
ラ
ー
 

 
5
8
年

9
月

1
0日

 

か
ら

5
9年

9月
 

9
日

ま
で

に
設

置
 

さ
れ

た
施

設
 

 

６
 
③
 
金

属
加
熟

炉
 

(
①

,②
以

外
) 

1
0
以

上
 

1
1
% 

1
6
0 

1
0
0 

1
0
0 

1
～

10
 

1
7
0 

1
5
0 

1
3
0 

0
.
5～

1 
1
7
0 

1
5
0 

0
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 

７
 
①
 
排

脱
付
石

油
加

熱
炉
 

4
以

上
 

6
% 

1
7
0 

1
7
0 

1
0
0 

1
0
0 

1
～

4 
1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

O
.
5～

1 
1
9
0 

1
9
0 

1
9
0 

1
5
0 

O
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 

②
 
エ

チ
レ
ン

分
解

炉
 

4
以

上
 

6
% 

1
7
0 

1
0
0 

1
0
0 

1
～

4 
1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

O
.
5～

1 
1
8
0 

1
5
0 

O
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 

③
 
エ

チ
レ
ン

分
解

炉
 

(
炉
床

式
バ

ー
ナ

ー
) 

4
以

上
 

6
% 

1
7
0 

1
0
0 

1
0
0 

1
～

4 
2
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

O
.
5～

1 
1
8
0 

1
8
0 

1
5
0 

O
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 

④
 
エ

チ
レ
ン

独
立

加
熱

炉
 

1
0
以

上
 

6
% 

1
7
0 

1
0
0 

1
0
0 

4
～

10
 

1
8
0 

1
～

4 
1
5
0 

1
3
0 

O
.
5～

1 
1
8
0 

1
5
0 

O
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 

⑤
 
エ

チ
レ
ン

独
立

加
熱

炉
 

メ
タ
ノ
ー

ル
改

質
炉
 

(
空
気

予
熱

器
付
) 

1
0
以

上
 

6
% 

1
7
0 

1
0
0 

1
0
0 

4
～

10
 

4
3
0 

1
～

4 
1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

O
.
5～

1 
1
8
0 

1
5
0 

O
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 
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７
 
⑥
 
石

油
加
熟

炉
 

(
①
～

⑤
以

外
) 

4
以

上
 

6
% 

1
7
0 

1
7
0 

1
0
0 

1
0
0 

1
～

4 
1
8
0 

1
5
0 

1
3
0 

O
.
5～

1 
1
8
0 

1
8
0 

1
5
0 

0
.
5未

満
 

2
0
0 

2
0
0 

2
0
0 

1
8
0 

８
 
 

触
媒
再
生

塔
 

 
6
% 

3
0
0 

2
5
0 

８
－
２
 
燃

焼
炉
 

 
8
% 

3
0
0 

2
5
0 

９
 
①
 
石

灰
焼
成

炉
 

(ガ
ス
燃

焼
ロ

ー
タ

リ
キ

ル
ン
) 

 
1
5
% 

3
0
0 

2
5
0 

②
 
セ

メ
ン
ト

焼
成

炉
 

(
湿
式

 
) 
 

1
0
以

上
 

1
0
% 

 
2
5
0 

2
5
0 

1
0
未

満
 

3
5
0 

③
 
セ

メ
ン
ト

焼
成

炉
 

(
②
以

外
) 

1
0
以

上
 

1
0
% 

4
8
0 

2
5
0 

2
5
0 

1
0
未

満
 

4
8
0 

3
5
0 

④
 
耐

火
物
原

料
・

耐
火

れ
ん

が
製
造
用

焼
成

炉
 

 
1
8
% 

4
5
0 

4
0
0 

⑤
 
板

ガ
ラ
ス

・
ガ

ラ
ス

繊
維

製
造
用
溶

融
炉
 

 
1
5
% 

4
0
0 

3
6
0 

⑥
 
フ
リ
ッ
ト
・
光
学
ガ
ラ
ス
・

電
気
ガ
ラ
ス
製
造
用
溶
融
炉
 

 
1
6
% 

9
0
0 

8
0
0 

⑦
 

そ
の

他
ガ

ラ
ス

製
造

用
溶

融
炉
 
 

1
5
% 

5
0
0 

4
5
0 

⑧
 
そ

の
他
焼

成
炉

,溶
融

炉
 

 
1
5
% 

2
0
0 

1
8
0 

1
0 

   

①
 
反

応
炉

,直
火

炉
 

(
②

,③
以

外
) 

 
6
% 

2
0
0 

1
8
0 

②
 

硫
酸

カ
リ

ウ
ム

製
造

用
反

応
炉
 
 

6
% 

2
5
0 

1
8
0 

③
 
硫

酸
製
造

用
反

応
炉
 

(
窒
素

酸
化

物
触

媒
) 

 
1
5
% 

※
5 

7
0
0 

1
8
0 

1
1 

 
乾

燥
炉
 

 
1
6
% 

2
5
0 

2
3
0 

1
3 

①
 
浮

遊
回
転

燃
焼

式
焼

却
炉

(
連
続

炉
) 

4
以

上
 

1
2
% 

9
0
0 

4
5
0 

4
5
0 

4
未

満
 

9
0
0 

②
 
特

殊
廃
棄

物
焼

却
炉

※
6 

(
連
続

炉
) 

4
以

上
 

1
2
% 

3
0
0 

2
5
0 

2
5
0 

4
未

満
 

9
0
0 

9
0
0 

7
0
0 

③
 
廃

棄
物
焼

却
炉
 

(
連
続

炉
①

,②
以

外
) 

4
以

上
 

1
2
% 

3
0
0 

2
5
0 

2
5
0 

4
未

満
 

3
0
0 

④
 
廃

棄
物
焼

却
炉
 

(
連
続

炉
以

外
) 

4
以

上
 

1
2
% 

 
2
5
0 
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表
5
-
3
 
大

気
汚
染

防
止
法
に

よ
る

窒
素

酸
化
物

の
排
出
基
準

 

令 別 表 第 1 の 項
 

細 番 号 

ば
い

煙
発

生
施

設
 

の
種

類
 

規
 
模

 

(
湿

り
最

大

定
格

排
ガ

ス
量

 

万
m
３
N
/h
) 

残
存

 

酸
素

 

濃
度

 

O
n 

(
％

) 

排
 
出
 

基
 
準

 
値
 

(
pp
m)

 

4
8
年
8
月
9
日
 

ま
で
に
設

置
 

さ
れ
た
施

設
 

4
8
年
8
月
1
0日

 

か
ら

5
0年

1
2月

 

9
日
ま

で
に
設

置
さ
れ
た

施
設

 

5
0
年

1
2月

1
0日

か
ら

5
2年

6月
1
7

日
ま
で
に

設
置

さ
れ
た
施

設
 

5
2
年

6
月

1
8日

か
ら
 

5
4
年

8
月

9
日

ま
で
 

に
設
置

さ
れ

た
施

設
 

5
4
年
8
月
1
0日

 

か
ら
5
8年

9月
 

9
日

ま
で

に
設
 

置
さ

れ
た

施

設
 

5
8
年
9
月
1
0日

か
ら
 

6
2
年
3
月
3
1日

ま
で
 

に
設

置
さ

れ
た

施
設
 

6
2
年
4
月
1
日

以
降

設
置
 

さ
れ

た
施

設
 

5
2
年

6
月

1
8日

か
ら

5
2
年

9
月

9
日

ま
で

に
設
置
さ
れ
た
液
体

燃
焼
小
型
ボ
イ
ラ
ー
 

 
5
8
年
9
月
1
0日

 

か
ら
5
9年

9月
 

9
日

ま
で

に
設

置
 

さ
れ

た
施

設
 

 

1
4 

         

①
 
銀

・
鉛
・

亜
鉛

精
錬

用
 

焙
焼
炉
 

 
1
4
% 

2
5
0 

2
2
0 

②
 
 
〃
焼

結
炉

 
 

1
5
% 

3
0
0 

2
2
0 

③
 
 
〃
溶

鉱
炉

(④
,⑤

以
外
) 

 
1
5
% 

1
2
0 

1
0
0 

④
 
亜

鉛
精
錬

用
溶

鉱
炉

の
 

う
ち
鉱
滓

処
理

炉
 

 
石
炭

,コ
ー

ク
ス

を
燃

料
,

 
還
元

剤
と

す
る

も
の
 

 

1
5
% 

4
5
0 

⑤
 
亜

鉛
精
錬

用
溶

鉱
炉

の
 

う
ち
立
型

蒸
留

炉
 

 
1
5
% 

2
3
0 

1
0
0 

⑥
 
溶

解
炉

(⑦
以

外
) 

 
1
2
% 

2
0
0 

1
8
0 

⑦
 

 

銅
精
錬
用

溶
解

炉
の

う
ち

精
製
炉
 

 
 
ア
ン
モ

ニ
ア

を
還

元
剤
 

 
と
す
る

も
の

 

 

1
2
% 

3
3
0 

⑧
 
乾

燥
炉
 

 
1
6
% 

2
0
0 

1
8
0 

1
8 

 
活

性
炭
製

造
用

反
応

炉
 

 
6
% 

2
0
0 

1
8
0 

2
1 

①
 
燐

等
製
造

用
焼

成
炉
 

 
1
5
% 

2
0
0 

1
8
0 

②
 
燐

等
製
造

用
溶

解
炉
 

 
1
5
% 

 
6
5
0 

6
0
0 

2
3 

①
 
ト

リ
ポ
リ

燐
酸

ナ
ト

リ
 

ウ
ム
製
造

用
焼

成
炉
 

 
1
5
% 

2
0
0 

1
8
0 

②
 
ト

リ
ポ
リ

燐
酸

ナ
ト

リ
 

ウ
ム
製
造

用
乾

燥
炉
 

 
1
6
% 

2
0
0 

1
8
0 

2
4 

 
鉛

二
次
精

錬
等

溶
解

炉
 

 
1
2
% 

2
0
0 

1
8
0 

2
5 

 
鉛

蓄
電
池

製
造

用
溶

解
炉
 

 
1
2
% 

2
0
0 

1
8
0 
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2
6 

①
 
鉛

系
顔
料

製
造

用
溶

解
炉
 

 
1
2
% 

2
0
0 

1
8
0 

②
 
鉛

酸
化
物

製
造

用
溶

解
炉
 

 
0
S
 

2
0
0 

1
8
0 

③
 
反

射
炉
 

 
1
5
% 

2
0
0 

1
8
0 

④
 
反

応
炉
 

 
6
% 

2
0
0 

1
8
0 

⑤
 
鉛

酸
化
物
・
硝

酸
鉛

製
造

用

反
応
炉
 

 
0
S
 

2
0
0 

1
8
0 

2
7 

 
硝

酸
製
造

施
設
 

 
0
S
 

2
0
0 

2
8 

①
 
コ

ー
ク
ス

炉
 

(
オ
ッ

ト
ー

型
) 

1
0
以

上
 

1
0
未

満
 

7
% 

 
 
2
0
0 

1
7
0 

②
 
コ

ー
ク
ス

炉
 

(
①
以

外
) 

1
0
以

上
 

1
0
未

満
 

7
% 

3
5
0 

 
2
0
0 

 
3
5
0 

1
7
0 

 
 

ば
い

煙
発

生
施

設
の

種
類
 

(
非
常

用
の

も
の

を
除

く
)
 ※

8 

規
模
 

(
最
大

定
格
排

ガ
ス
量

万
m
３
Ｎ
/
h)
 

残
存
酸
素

濃
度
 

(
百
分

率
) 

排
出

基
準

値
(
p
pm
) 

(
工

事
着

手
時

期
) 

6
3
.
2.
1
 ※

9 
元

.
8.
1 

3
.
2
.1
 

2
9 

①
 
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

(気
体

燃
料

専
焼

) 
4
.
5以

上
 

4
.
5未

満
 

1
6
% 

7
0 

9
0 

7
0 

7
0 

7
0 

7
0 

②
 
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン

(液
体

燃
料

専
焼

及
び

気
体
・
液
体

燃
料
混

焼
)
 

4
.
5以

上
 

4
.
5未

満
 

1
0
0 

1
2
0 

1
0
0 

1
0
0 

7
0 

7
0 

3
0 

①
 
デ

ィ
ー
ゼ

ル
機

関
［

大
型

(シ
リ

ン
ダ

ー
径
4
0
0m

m以
上
)
］
 

 
1
3
% 

1
6
0
0 

1
4
0
0 

1
2
0
0 

②
 
デ

ィ
ー
ゼ

ル
機

関
［

中
小

型
(シ

リ
ン

ダ
ー

径
40

0㎜
未
満

)］
 

9
5
0 

9
5
0 

9
5
0 

3
1
,
32
 
ガ

ス
機
関

、
ガ

ソ
リ

ン
機

関
 

 
0
% 

(
工

事
着

手
時

期
) 

3
.
1
.3
1以

前
 

3
.
2
.1
 

6
.
2
.1
 

2
0
0
0 

1
0
0
0 

6
0
0 

 
(注

) 
※

1 
電
気
炉
(熱

源
と
し
て
電
気
を
使
用
す
る
も
の

)を
除
く
。
 

 
  
  
※

2 
低
品
位
炭
と
は
,石

炭
の
う
ち

1
kg

当
た
り
の
発
熱
量
が

2
09
30
.2
5k
J{
50
00
kc
a1
}以

下
の
も
の
を
い
う
。
 

 
  
  
※

3 
液
体
燃
料
ボ
イ
ラ
ー
の
う
ち

,昭
和

52
年

9
月

1
0
日
前
に
設
置
さ
れ
た
排
出
ガ
ス
量
が

O
.5

万
m
３
Ｎ
/h

未
満
の
過
負
荷
燃

焼
型
の
も
の
は

,適
用
除
外
さ
れ
る
。
 

 
 
  
 
※

4 
キ
ュ
ボ
ラ
は
適
用
除
外
さ
れ
る
。
 

 
 
  
 
※

5 
昭
和

54
年

8
月

1
0
日
以
降
設
置
さ
れ
た
硫
酸
製
造
用
反
応
炉

(窒
素
酸
化
物
触
媒
)の

残
存
酸
素
濃
度
は

6
%で

あ
る
。
 

 
 
  
 
※

6 
 特

殊
廃
棄
物
焼
却
炉
と
は

,「
ニ
ト
ロ
化
合
物
,ア

ミ
ン
化
合
物
若
し
く
は
シ
ア
ン
化
合
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
誘
導
体
を
製
造
し

,若
し
く
は
使
用
す
る
工
程
又
は
ア
ン
モ
ニ
ア
を
用
い
て
排
水
を
処
理
す

る
工
程
か
ら
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
も
の
」
を
い
う
。
 

 
  
  
※

7 
 昭

和
60

年
９

月
10

日
以

降
設

置
の

小
型

ボ
イ
ラ
ー

の
う
ち

、
ガ

ス
専
燃

、
軽
質
液

体
燃
料

(灯
油

,
軽
油

,A
重
油

)
を

専
燃

す
る

も
の

及
び

混
焼

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、
当

分
の

間
、

基
準
値
は

適
用

し
な

い
。

（
小

型
ボ

イ
ラ

ー
と
は

、
伝
熱

面
積

1
0
m
２
未

満
で
バ

ー
ナ
ー

の
燃
焼
能

力
が
重

油
換

算
5
0L
/h

以
上

の
も

の
。

）
 

 
 
  
  
※

8 
 専

ら
非
常
時
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
基
準
値
は
適
用
し
な
い
。
 

 
 
  
  
※

9 
昭
和

63
年
１
月

3
1
日
以
前
に
設
置
さ
れ
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
基
準
値
は
適
用
し
な
い
。
 

19



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表
6
-
1
 
大

気
汚

染
防

止
法

に
よ

る
ば

い
じ

ん
の

排
出

基
準

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(
法

施
行

規
則

別
表

第
２

)
 

令
第

 
別

１
 

表
 

施
 

 
設

 
 

名
 

規
模
（

湿
り

最
大

定
格

排
ガ

ス
量

万
m
３

Ｎ
/
h
)
 

本
 

 
則

 
付

 
 

 
 

 
則

 

一
 

般
 

(
g
/
m
３

Ｎ
)
 

O
n
 

(
％

)
 

一
 

 
般

 
O
n
の

扱
い

 

１
 

ガ
ス

専
燃

ボ
イ

ラ
ー

 

2
0
以

上
 

0
.
0
5
 

5
 

 
 

4
～

2
0
 

 
 

4
未

満
 

0
.
1
0
 

 
 

重
油

専
燃

及
び

ガ
ス

液
体

混
焼

ボ
イ

ラ
ー

 

2
0
以

上
 

0
.
0
5
 

4
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
0
7
 

 

4
～

2
0
 

0
.
1
5
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
1
8
 

  

 

1
～

4
 

0
.
2
5
 

 

1
未

満
 

0
.
3
0
 

当
分

の
間

適
用

を
猶

予
す

る
。

 

黒
液

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー

 

2
0
以

上
 

0
.
1
5
 

O
Ｓ
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
2
0
 

 

4
～

2
0
 

0
.
2
5
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
3
5
 

4
未

満
 

0
.
3
0
 

石
炭

燃
焼

ボ
イ

ラ
ー

 

2
0
以

上
 

0
.
1
0
 

6
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
1
5
 

 

4
～

2
0
 

0
.
2
0
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
2
5
 

4
未

満
 

0
.
3
0
 

既
設

(
5
7
.
5
.
3
1
以

前
)
は

当
分

の
間

0
.
3
5
 

ボ
イ

ラ
ー

の
う

ち
触

媒
再

生
塔

に
付

属
す

る
も

の
 

－
 

0
.
2
0
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表 6-2 沖縄県生活環境保全条例によるばいじんの排出基準            (規則別表第５) 

項 施   設   名 ばいじんの量 

１ 
別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料又はガ

スを専焼させるもの 
0.30グラム 

２ 
別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち石炭（１キログラム当たり発

熱量5,000キロカロリー以下のものに限る。）を燃焼させるもの 
0.80グラム 

３ 
別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち前２項に掲げるもの以外のも

の 
0.40グラム 

４ 別表第１の２の項に掲げる溶解炉 0.40グラム 

５ 別表第１の３の項に掲げる焼成炉（石灰焼成炉に限る。）のうち土中釜 0.80グラム 

６ 
別表第１の３の項に掲げる焼成炉（石灰焼成炉に限る。）のうち前項に

掲げるもの以外のもの 
0.60グラム 

７ 別表第１の３の項に掲げる溶融炉のうちるつぼ炉 0.50グラム 

８ 
別表第１の３の項に掲げる焼成炉及び溶融炉のうち前３項に掲げるもの

以外のもの 
0.40グラム 

９ 別表第１の４の項に掲げる反応炉及び直火炉 0.40グラム 

10 別表第１の５の項に掲げる廃棄物焼却炉 0.70グラム 

備考 １ ばいじんの量は、温度が零度であって、圧力が１気圧の状態に換算した排出ガス１立方

メートル当たりの量とする。 

   ２ ばいじんの量は、規格Ｚ8808に定める方法により測定される量として表示されたものと

し、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を

行う場合において排出されるばいじん（１時間につき合計６分間を超えない時間内に排

出されるものに限る。）は、含まれないものとする。 

   ３ ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、１工程の平均の量とする。 

24



５ ばい煙量等の測定義務 

 ばい煙排出者は、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度（以下、「ばい煙量等」と

いう。）を測定し、その結果を記録しておかなければならない。(表 7-1:法律、表 7-2:条例) 

 

 表 7-1  法律によるばい煙発生施設の測定義務                （法第 16 条、法規則第 15 条） 

測 定 項 目 
測定すべきばい煙発生施設の

区分 
測 定 頻 度 測 定 方 法 

記録 

保存 

いおう酸化物 いおう酸化物量が10Nm３/h以上

の施設 

 

２月をこえない作業期間

ごとに１回以上 

法施行規則別表

第１の備考 
所
定
の
記
録
表
（
様
式
第
７
）
に
記
録
し
、
３
年
間
保
存
す
る
。
（
注
３
） 

ばいじん ガス専焼のボイラー、ガスタ

ービン及びガス機関、燃料電

池用改質器 

５年に１回以上 

 

 

法施行規則別表

第２の備考 

排出ガス量40,000ｍ３/h以上の

施設 

(4,000kg/h以上の廃棄物焼却

施設) 

２月をこえない作業期間

ごとに1回以上 

排出ガス量40,000ｍ３/h未満の

施設 

(4,000kg/h未満の廃棄物焼却

施設) 

年２回以上(※) 

有害物質 

 (窒素酸化

物以外) 

排出ガス量40,000ｍ３ /h以上

の施設 

 

２月をこえない作業期間

ごとに１回以上 

法施行規則別表

第３の備考 

排出ガス量40,000ｍ３/h未満の

施設 

年２回以上(※) 

窒素酸化物 燃料電池用改質器 ５年に１回以上 法施行規則別表

第３の２の備考 排出ガス量40,000ｍ３/h以上の

施設（燃料電池用改質器を除

く） 

２月をこえない作業期間

ごとに１回以上 

排出ガス量40,000ｍ３/h未満の

施設（燃料電池用改質器を除

く） 

年２回以上(※) 

（※）については、１年間のうち継続して休止する期間が６ヶ月以上の場合は、年１回以上。 

 

 ＜大気汚染防止法に係るばい煙量等の測定について＞ 

（注１）当分の間、排出基準を適用しないとされているばい煙については、測定を実施する必要は

ありません。 

（注２）平成 23 年 4 月 1 日から、ばい煙量等の測定及び測定結果の記録、保存の義務に違反した

者に対する罰則が設けられました。 

（注３）測定結果の記録については、ばい煙量等の測定に係る計量証明事業者が交付する「計量証

明書」をもって、様式第７による記録に代えることができます。 

（注４）燃料の硫黄含有率の測定は法規則第 15 条の対象外となりましたが、硫黄酸化物の量を算

出する場合には、当該硫黄含有率の測定が必要となります。 
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表 7-2  条例によるばい煙発生施設の測定義務         （条例第 17 条、規則第 15 条） 

測 定 項 目 
測定すべきばい煙発生施設 

の区分 
測 定 頻 度 測 定 方 法 

記録

保存 

いおう酸化物 排出されるいおう酸化物量が10

Nm３/h以上の施設 

２月を超えない作業期間

ごとに１回以上 

規則別表第４

の備考 
所
定
の
記
録
表
（
第
５
号
様
式
）
に

記
録
し
、
３
年
間
保
存
す
る
。 

ばいじん 条例で定められたすべてのばい

煙発生施設 

年２回以上 規則別表第５

の備考 

有害物質 排出ガス量40,000ｍ３/h以上の

施設 
２月を超えない作業期間

ごとに１回以上 

規則別表第６

の備考 

排出ガス量40,000ｍ３/h未満の

施設 
年２回以上 

上記施設で１年間につき継続し

て休止する期間が６月以上の施

設 

年１回以上 
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６
 
揮
発
性
有
機
化
合
物
に
係
る
排
出
基
準

及
び
測
定
義
務
 

表
8
-
1 

大
気
汚
染
防
止
法
に
係
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
Ｖ
Ｏ
Ｃ
排
出
基
準
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
法
施
行
規
則
別
表
第
５
の
２
）
 

 
項
 

施
 
 
設

 
 
の

 
 
種

 
 
類

 
排

 
 
出

 
 
基

 
 
準

 
   

大 気 汚 染 防 止 法 

揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設 

１
 

揮
発
性
有
機
化
合
物
を
溶
剤
と
し
て
使
用
す
る
化
学
製
品
の
製
造
の
用
に
供

す
る
乾
燥
施
設
（
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。）

 

60
0p

pm
C 

２
 

塗
装
施
設
（
吹
付
塗
装
を
行
う
も
の
に
限
る
。）

 
自

動
車

の
製

造
の

用
に

供
す

る

も
の

 
既

設
70

0p
pm

C(
H

18
.3

.3
1

以
前

)
新
設

40
0p

pm
C 

そ
の
他
の
も
の

 
70

0p
pm

C 

３
 

塗
装
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（
吹
付
塗
装
及
び
電
着
塗
装
に
係
る
も
の
を

除
く
。）

 

木
材
・
木
製
品
（
家
具
を
含
む
）

の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の

 
1,

00
0p

pm
C 

そ
の
他
の
も
の

 
60

0p
pm

C 

４
 

印
刷
回
路
用
銅
張
積
層
番
、
粘
着
テ
ー
プ
若
し
く
は
粘
着
シ
ー
ト
、
は
く
離

紙
又
は
包
装
材
料
（
合
成
樹
脂
を
積
層
す
る
も
の
に
限
る
。）

の
製
造
に
係
る

接
着
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設

 

1,
40

0p
pm

C 

５
 
接
着
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（
前
項
に
掲
げ
る
も
の
及
び
木
材
又
は
木
製

品
（
家
具
を
含
む
。
）
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。）

 
1,

40
0p

pm
C 

６
 
印
刷
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（
オ
フ
セ
ッ
ト
輪
転
印
刷
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

 
40

0p
pm

C 

７
 
印
刷
の
用
に
供
す
る
乾
燥
施
設
（
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 
70

0p
pm

C 

８
 

工
業
の
用
に
供
す
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
に
よ
る
洗
浄
施
設
（
当
該
洗
浄
施

設
に
お
い
て
洗
浄
の
用
に
供
し
た
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
蒸
発
さ
せ
る
た
め

の
乾
燥
施
設
を
含
む
。）

 

40
0p

pm
C 

９
 

ガ
ソ
リ
ン
、
原
油
、
ナ
フ
サ
そ
の
他
の
温
度

37
.8
度
に
お
い
て
蒸
気
圧
が

20
kP

aを
超
え

る
揮

発
性

有
機
化

合
物
の

貯
蔵

タ
ン

ク
（

密
閉

式
及
び

浮
屋

根

式
（
内
部
浮
屋
根
式
を
含
む
。）

の
も
の
を
除
く
。
）
 

60
,0

00
pp

m
C※

 

※
 
「

pp
m

C」
と
は
、
排
出
濃
度
を
示
す
単
位
で
、
炭
素
換
算
の
容
量
比
百
万
分
率
で
あ
る
。
 

※
 

H
18

.4
.1
以
前
に
設
置
さ
れ
た
貯
蔵
タ
ン
ク
は
、

H
22

.4
.1
か
ら
当
分
の
間
、
容
量
が

2,
00

0k
l以

上
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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表 8-2 揮発性有機化合物排出施設の測定義務     （法第 17条の 12、法規則第 15条の 3） 

対  象 届出の対象となる揮発性有機化合物排出施設 
測定頻度 年１回以上 

（稼動させている時間帯において、最も負荷のかかる時に測定） 
測定方法 平成 17 年６月 10 日環境省告示第 61 号に基づく測定方法 

記録保存 ３年間保存 
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７ 粉じん発生施設に係る規制について 

 １）一般粉じん発生施設 

 一般粉じん発生施設に係る規制は、一般粉じん施設の構造並びに使用及び管理の基準として

定められており表 9-1(法律)、表 9-2(条例)に示すとおりである。 

表 9-1 法律による一般粉じん発生施設の構造等に関する基準      (法施行規則別表第６) 

１．令別表第２の１の

項に掲げる施設 

（コークス炉） 

１．装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じ

ん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置

して行うこと。 

２．窯出し作業はガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの粉

じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果

を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の

走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等

によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、

防じんカバー等を設置して行うこと。 

３．消化作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上

の効果を有する装置を設置して行うこと。 

２．令別表第２の２項

に掲げる施設 

(鉱物又は土石の堆

積場) 

 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、

次の各号の１に該当すること。 

１．一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

２．散水設備によって散水が行われていること。 

３．防じんカバーでおおわれていること。 

４．薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 

５．前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

３．令別表第２の３の

項に掲げる施設 

(ベルトコンベア及

びバケットコンベア

) 

 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬す

る場合は、次の各号の１に該当すること。 

１．一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

２．コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並

びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれ

のある部分に第３号又は第４号の措置が講じられていること。 

３．散水設備によって散水が行われていること。 

４．防じんカバーでおおわれていること。 

５．前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

４．令別表第２の４及

び５に掲げる施設 

(破砕機、摩砕機、

ふるい) 

 次の各号の１に該当すること。 

１．一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

２．フード及び集じん機が設置されていること。 

３．散水設備によって散水が行われていること。 

４．防じんカバーでおおわれていること。 

５．前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 
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表 9-2 条例による一般粉じん発生施設の構造等に関する基準   (条例規則 17 条、規則別表第７) 

 

項 施 設 名 構   造   等   基   準 

１ 別表第２の１の

項に掲げる
た い

堆積

場 

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を
た い

堆積する場合は、

次の各号のいずれかに該当すること。 

⑴ 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

⑵ 散水設備によって散水が行われていること。 

⑶ 防じんカバーで覆われていること。 

⑷ 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 

⑸ 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 
２ 別表第２の２及

び３の項に掲げ

るベルトコンベ

ア及びバケット

コンベア 

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石、セメント、おがくず

又は木材チップを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること

。 

⑴ 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

⑵ コンベアの積込部又は積降部にフード及び集じん機が設置され、並

びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれ

のある部分に次号又は第４号の措置が講じられていること。 

⑶ 散水設備によって散水が行われていること。 

⑷ 防じんカバーで覆われていること。 

⑸ 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 
３ 別表第２の４か

ら８までの項に

掲げる破砕機、

摩砕機、ふるい

及び粉砕施設 

次の各号のいずれかに該当すること。 

⑴ 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 

⑵ フード及び集じん機が設置されていること。 

⑶ 散水設備によって散水が行われていること。 

⑷ 防じんカバーで覆われていること。 

⑸ 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 
 

 ２）特定粉じん発生施設（法） 

特定粉じん発生施設に係る規制については、工場・事業場の敷地の境界線における大気中石

綿の濃度が１Ｌにつき 10 本となっている。 
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８ 公害防止担当者について（沖縄県生活環境保全条例のみ） 

  

 一定の規模以上のばい煙発生施設、一般粉じん発生施設等（以下「ばい煙発生施設等」

という。）を設置している者は、当該施設を設置している工場又は事業場に係る公害防止

に関する業務を担当する者（公害防止担当者）を選任しなければならない。ただし、常時

使用する従業員の数が 20 人以下の小規模事業者はその限りではない。（条例第 50 条、条

例施行規則第 31 条） 

 

 対象となる工場又は事業場 

製造業（物品の加工業を含む。）、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の用に供する工

場又は事業場 

（条例施行規則第 29 条） 

 

 対象となる施設（大気関係施設） 

別表第 1 に掲げるばい煙発生施設（ただし、当該ばい煙発生施設において発生し、排出口か

ら大気中に排出される排出ガス量が、温度が零度であって、圧力が１気圧の状態に換算したも

のの最大値の合計が毎時 5,000 立方メートル未満のものを除く。） 

別表第２に掲げる一般粉じん発生施設 

（条例施行規則第 29 条） 

 

 

公害防止に関する業務（大気関係の業務） 

① ばい煙発生施設等及びばい煙処理施設の点検の実施状況の確認に関すること。 

② ばい煙発生施設に係るばい煙量若しくはばい煙濃度の測定及び記録に関すること。 

③ ばい煙発生施設等及びばい煙処理施設の操作仕様書等による適正な施設の操作及び適切な作

業の履行確保に関すること。 

④ ばい煙発生施設等及びばい煙処理施設の点検及び補修に関すること。 

⑤ 燃料又は原材料を使用する施設にあっては、使用する燃料又は原材料の検査に関すること。 

⑥ 測定機器の点検及び補修の状況確認に関すること。 

⑦ ばい煙発生施設に係る事故時における応急の措置の指示及び実施状況の確認に関 

すること。 

（条例第 50 条、条例施行規則第 32 条） 

 

 

 工場等設置者は、公害防止担当者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うこ

とができない場合にその職務を行う者（代理人）を選任しなければならない。（条例第 51

条） 
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９ 特定粉じん排出等作業の実施の届出及び完了届出について 

 

(1) 届出者                        （法第 18 条の 15、条例第 23 条の３ ） 

  特定粉じん排出等作業の実施の届け出は、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者(他の者

から請け負った者を除く。)又は請負契約によらないで自ら施工する者が行う。 

 

(2) 届出対象 

  特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体、改

造又は補修する作業を実施する場合は、作業開始の 14 日前までに届け出なければならない。 

  特定粉じん排出等作業に係る規制について、特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建

築材料は、表 10-1(法律)、表 10-2(条例)に示すとおりである。 

  なお、条例は、表 10-2 の特定建築材料に加え、次の建築物であることが届出の対象となる。 

① 耐火建築物（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第９号の２）又は準耐火建築物

（建築基準法第２条第９号の３）であること。 

② ①以外の建築物であって、当該建築物の延べ面積が 80平方メートル以上であること。 

 

表 10-1 法律による特定粉じん排出等作業に係る建築材料（法施行令第 3 条の 3） 

特  定  建  築  材  料 

①吹付け石綿   ②石綿を含有する断熱材   ③石綿を含有する保温材  

④石綿を含有する耐火被覆材 

※ 石綿の含有率が 0.1 重量%を超えるもの。 

 

特定建築材料 建 築 材 料 の 具 体 例 

①吹付け石綿 
吹付け石綿、石綿含有吹吹付けロックウール(乾式、湿式)、石綿含有ひる石

吹付け材、石綿含有吹付け材、石綿含有パーライト吹付け材 

②石綿を含有する

断熱材 

屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材 

③石綿を含有する

保温材 

石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿

含有ケイ酸カルシウム保温材、石綿含有ひる石保温材、石綿含有水練り保温

材 

④石綿を含有する

耐火被覆材 

石綿含有耐火被覆材、石綿含有ケイ酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被

覆塗り材 

                （建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014 より） 

 

表 10-2 条例による特定粉じん排出等作業に係る建築材料（条例施行規則第 5条の 2） 

特  定  建  築  材  料 

①石綿含有成形板 

②石綿含有成形板以外の石綿含有建材（法施行令第 3条の 3及び①に掲げる以外の建築材料） 

※ 石綿の含有率が 0.1 重量%を超えるもの。 
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特定建築材料 建 築 材 料 の 具 体 例 

①石綿含有成形板 

石綿含有スレート波板、石綿含有スレートボード、石綿含有けい酸カルシウ

ム板第一種、石綿含有押出成形品、石綿含有パルプセメント板、石綿含有ス

ラグせっこう板、石綿含有サイディング、石綿含有住宅屋根用化粧スレー

ト、石綿含有ロックウール吸音天井板、石綿含有せっこうボード、石綿含有

セメント円筒、石綿含有フリーアクセスフロア、石綿含有ビニル床タイル等 

②石綿含有成形板

以外の石綿含有建

材 

（水道管）石綿セメント管、 

（防油堤）ひも状石綿布、 

（トンネル）石綿含有パネル、石綿含有塗布剤、トンネル用押出成形セメン

ト板、石綿含有スレートボード（トンネル内装材）、 

（シールド）フレキシブルシート、 

（道路）石綿含有舗装、石綿含有スレートボード 

（プラント、ボイラー）石綿含有ガスケット（石綿含有ジョイントシー

ル）、石綿紡織品（グランドパッキン、石綿布） 

            （建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014 より） 

                                                                          

届 出 対 象 作 業 届出期限 提出先 

特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業

（法施行令第３条の４第１号、条例施行規則第５条の３

第１号） 作業開始の14日前

まで 

管 轄 

保 健 所 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は

補修する作業（法施行令第３条の４第２号、条例施行規

則第５条の３第２号） 

※ 配管等のエルボー部分のみに使用されている石綿を含有する保温材を、非石綿部分で切断して除

去する場合で、特定粉じん飛散のおそれが無い場合は、特定粉じん排出等作業に該当しないため、

大気汚染防止法に基づく届出の必要はない。 

 

建築物 

建築基準法第２条第１号に規定される「建築物」のほか、建物に設ける「建築設

備」（電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備ま

たは煙突等） 

工作物 
道路、橋、堤防などの建造物、排水用トンネル、堤防内の埋管、崖のコンクリート

擁壁、電柱及び電線など（民法や過去の判例によるものを基本） 

（建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014 より） 

 

解体 建築物等を取り壊す行為（作業）。特定建築材料は除去しなければならない。 

改造・補修 

解体以外の、建築物の一部に手を加える行為（作業）全般。吹付け材の劣化・損傷

状態に応じて、除去以外に囲い込みまたは封じ込めの処理工法を選択することもで

きる。 

 

(3) 特定工事に該当しないことが明らかな建設工事（法施行規則第 16 条の 5、条例施行規則第 17 条の 4） 

１ 平成 18 年 9 月 1 日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修す 

 る作業を伴う建設工事であって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は 

補修する作業を伴わないもの。 

２ 建築物等のうち平成 18 年 9 月 1 日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、 

又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う解体工事であって、当

該部分以外の部分を改造し、若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物（平成 18 年

9 月 1 日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く。）を解体し、改造し、若しくは補

修する作業を伴わないもの。 
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(4) 解体等工事に係る説明の時期       （法施行規則第 16 条の 6、条例施行規則第 17 条の 5） 

 解体等工事の開始の日までに（当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等

作業を当該特定工事の開始の日から 14 日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出

等作業の開始の日の 14日前までに）行うものとする。 

 ただし、災害その他の非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合にあっ

ては、速やかに行うものとする。 

 

(5) 解体等工事に係る説明事項（法第 18 条の 17、法施行規則第 16 条の 7、条例第 23 条の 5、条例施行規則第 17 条の 6） 

解体等工事の受注者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行い、発

注者に対し、調査結果について、以下の事項を記載した書面を交付し説明しなければならない。 

１ 調査を終了した年月日 

２ 調査の方法 

３ 調査の結果 

  ※解体等工事の発注者は、解体等工事の受注者が行う調査に要する費用を適正に負担する 

ことその他の当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなけれ 

ばならない。（法第 18 条の 17 第 2項、条例第 23 条の 5第 2 項） 

 

(6) 特定工事に係る説明事項（法第 18 条の 17、法施行規則第 16 条の 8、条例第 23 条の 5、条例施行規則第 17 条の 7） 

解体等工事が特定工事に該当するときは、以下の事項を記載した書面を交付し、これらの事項

について説明しなければならない。 

１ 特定粉じん排出等作業の種類 

２ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

３ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその

使用個所及び使用面積 

４ 特定粉じん排出等作業の方法 

５ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要、配置図及び付近の状況 

６ 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

７  特定工事を施工をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

８  下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の氏名、連絡場所 

  

(7) 調査結果の掲示（法第 18 条の 17、法施行規則第 16 条の 9・10、条例第 23 条の 5、条例施行規則第 17 条の 8・9） 

法第 18 条の 17（条例第 23 条の 5）の調査を行った者は、当該調査に係る解体等工事を施工す

るときは、以下の事項を当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければな

らない。 

 掲示は、掲示板を設けることにより行うこととする。 

１ 調査を行った者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名  

２ 調査を終了した年月日  

３ 調査の方法  

４ 特定工事に該当する場合は、特定建築材料の種類 

解体等工事 

の開始日 

14 日以降 工事の開始の日まで 

「解体等工事開始の 14 日以降に特定粉じん等排出作業を開始する場合」 

特定粉じん 

排出等作業 

の開始日 

特定粉じん排出等作業の 

開始日の 14 日前まで 

特定粉じん 

排出等作業 

の開始日 

14 日以内 解体等工事 

の開始日 

「解体等工事開始の 14 日以内に特定粉じん等排出作業を開始する場合」 

【説明時期        】 
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(8) 提出書類   （法第 18 条の 15、施行規則第 10 条の 4、条例第 23 条の 3、条例施行規則第 17 条の 3） 

 書  類              記   入   事   項   等 

届 出 書 

(様式第3の4) 

(第6号の2様式) 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

３ 特定工事の場所 

４ 特定粉じん排出等作業の種類(解体作業、改造・補修作業等) 

５ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

６ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類 

(法：吹付け石綿、断熱材、保温材、耐火被覆材、条例：石綿含有成形板、石綿含

有成形板以外の石綿含有建材)並びにその使用箇所及び使用面積 

別  紙 
７  特定粉じん排出等作業の方法(法：除去、囲い込み、封じ込め、その他、条例：

除去、その他) 

添付書類 

８ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要、配置図及び付近の状況 

９ 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

10  特定工事を施工をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

11  下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の氏名

及び連絡場所 

その他 

提出書類 

① 労働基準監督署に提出した届出書の写し 

② 特定建築材料の分析結果(計量証明書)の写し 

③ 作業に伴う石綿濃度測定計画及び測定箇所を示す見取図（作業後に測

定結果を保健所に提出） 

④ 作業に使用する資材等のカタログ 

⑤ 掲示板等を購入している場合、掲示板の写真 

⑥ 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する書類(講習会の修了証

等)（法の届出の場合のみ提出） 

⑦ 作業に伴い発生する廃棄物の処理計画、運搬経路を示した図及び産業

廃棄物処理業者の許可証の写し 

⑧ 廃棄物を県外に搬出して処理する場合、搬出先の自治体に提出した事

前協議書等の写し（事前協議が必要な場合） 

⑨ その他、保健所が必要とする資料 

※ 届出書の正本にその写し一通を添えて提出すること。（法施行規則第 13 条第１項、条例施行規則

第 38 条第 1 項） 

※ 同一敷地内であれば、複数の建築物等の解体、改造・補修作業を行う場合でも一つの届出書に

まとめてもよい。（法施行規則第 13 条第 4 項、条例施行規則第 38条第 3項） 

※ 特定建築材料の除去等作業を行う場合には、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への届

出が別途必要。 
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＜周辺環境の測定について＞ 

※ 複数の工期に分けて除去作業を行う場合や除去作業が長期に及ぶ場合は、周辺環境への影響を

把握する上で、適切な頻度で測定を行うこと。 

※ 作業終了後、測定結果を保健所に速やかに報告すること。 

※ 異常値がみられた場合は直ちに作業を中断し、必要な対応措置を講ずるとともに、速やかに保

健所に通報すること。 

 

(9) 作業基準  

   ア 共通                         （法施行規則第 16 条の 4第 1号、条例施行規則第 17 条の 2第 1号） 

特定粉じん排出等作業を行う場合は、見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設ける

こと。 

イ 法第 18 条の 15 第 1 項又は第 2 項（条例第 23 条の 3 第 1 項又は第 2 項）の届出年月日及び

届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

ロ 特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

ハ 特定粉じん排出等作業の実施の期間 

ニ 特定粉じん排出等作業の方法 

ホ 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

 

イ 法に係る基準                      （法施行規則第 16 条の 4第 2 号、別表第 7） 

１ 施行令第３条の４第１号に掲げる解体作業（次項又は３の項に掲げるものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去

するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 

イ 特定建築材料の除去を行う場所（以下「作業場」という。）を他の場所から隔離し、作

業場の出入口に前室を設置すること。 

ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場の排気に日本工業規格Ｚ8122に定めるＨＥＰＡフ

ィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。 

ハ イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該

除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において

確認し、異常が認められた場合は、集塵・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずるこ

と。 

二 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれて

いることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置

を講ずること。 

ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

へ イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該

除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定

できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認

められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を

講ずること。 

ト ハ、二及びへの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並

びに確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記

録を特定工事が終了するまでの間保存すること。 

チ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部

分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを

処理すること。 
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２ 解体作業のうち、建築材料を除去する作業であって、特定建築材料を掻き落とし、切断、

又は破砕以外の方法で除去するもの（次項に掲げるものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去

するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 

イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 

ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉

じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理するこ

と。 

３ 解体作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建

築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる

こと。 

４ 施行令第３条の４第２号に掲げる改造・補修作業 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料

を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講

ずること。 

イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからチま

でに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は２の項下欄イから

ハまでに掲げる事項を遵守すること。 

ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態

及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当

該特定建築材料を除去すること。 

 

ウ 条例に係る基準               （条例施行規則第 17 条の 2第 2 号、別表第 7 の 2） 

１ 解体する作業（次項に掲げるものを除く。） 

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去

するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 

⑴ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 

⑵ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 

⑶ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定

粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理す

ること。 

２ 人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当た

りあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずる

こと。 

３ 改造し、又は補修する作業 

１の項に掲げる措置に準じた方法により行うか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を

講ずること。 
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(10) 完了届出                  （条例第 23 条の 9 、条例施行規則第 17 条の 10） 

  知事に対し特定粉じん排出等作業の実施の届出をした者（法又は条例）は、当該届出に係る作業

が完了したときは、知事に届け出る必要がある。 

  ※ 「作業完了」とは、除去等が終了し、養生等の撤去、石綿に関係した産業廃棄物の搬出、作業

後の測定等が全て完了した状態のことをいいます。 

  ※ 那覇市に届出した特定粉じん排出等作業（法）は完了届出の対象外となります。 

  次の届出書に添付書類を添えて窓口まで提出すること。また、届出書の書類のサイズはＡ４に統

一し、大きな図面等はＡ４に折りたたむこと。 

なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、完了後速やかに持ってくる

こと。 

 書  類              記   入   事   項   等 

届 出 書 

(第6号の3様式) 

１ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 特定粉じん排出等作業等の場所 

３ 特定粉じん排出等作業等の実施の期間 

４ 特定粉じん排出等作業等の一連の作業の状況を示したもの（注１） 

５ 特定粉じん排出等作業等の工程を示した工程表（注２） 

６ 作業計画と実施した作業との相違点（注３） 

７ 特定粉じん排出等作業等を伴う建設工事を施工した者 

その他 

提出書類 

① 測定の実施状況 

② 石綿濃度測定結果 

③ 産業廃棄物管理票の写し 

④ その他、保健所が必要とする資料 

※ 届出書の正本にその写し一通を添えて提出すること。（条例施行規則第 38 条第 1 項） 

※ 同一敷地内であれば、複数の建築物等の解体、改造・補修作業を行う場合でも一つの届出書に

まとめてもよい。（条例施行規則第 38条第 3項） 

 

注１ 作業前、養生作業、除去等作業、除去後飛散防止措置、養生撤去後の様子が分かる写真を添

付してください。 

掲示板の設置状況及びその掲載内容を撮影したものを必ず添付してください。 

注２ 作業開始の届出に添付した作業工程表に、実際の作業工程を追記し、計画と実際の作業との

違いが分かるように作成してください。 

注３ 作業開始の届出の内容について、変更点がある場合は、その説明資料を添付してください。 

除去範囲等の重要な事項の変更は、原則として新たに届出手続きが必要となりますので、判明

した時点で作業を中断し、速やかに担当課までご相談ください。 
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) 

 排
出

ガ
ス

量
 
 
 
 
 
 

（
N
m
３
/
h
）
 

 
 
湿
 
り
 

 
最

大
19
0
7 

 通
常

1
5
26
 

 
 
最

大
17
3
2 

 通
常

1
3
86
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

    

 
別
紙

２
関
係
の
添
付
資
料
 
 

 
 
乾
 
き
 

 
１
．

(
27
)に

記
入

し
た

燃
料

の
性

状
 

 
２
．

(
37
)の

欄
に

記
入

し
た

数
値

の
根

拠
と

な
る

デ
ー

タ
の

写
し

。
 

排
出

ガ
ス

温
度

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
（

℃
）
 

 
 
 
  
 
  
 
26

0 
(
3
5
) 

排
出

ガ
ス

の
中

の
酸

素
濃

度
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（
％

）
 

 
 
 
  
 
  
 
2.

7 
(
3
6
) 

 
   ば
 
い
 
煙
 

 の
 
濃
 
度
 

ば
 

い
 

じ
 

ん
 
 
 
 
 
 

（
g
/
N
m
３
）
 

 
 
最

大
0.
2
  

 通
常

0
.
1 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

   
 

 
 

い
お

う
酸

化
物

 
 
 
 
 （

容
量

比
p
p
m
）
 

 
 
最

大
58
0
  

 通
常

5
8
0 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

ｶ
ﾄ
ﾞ
ﾐ
ｳ
ﾑ
及

び
そ

の
他

の
化

合
物

 
 
 
 
 
 
 （

m
g
/
N
m
３
）
 

 
 
最

大
  
 
  

 通
常
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

 
塩
 
 

 
 

 
素
 
（

m
g
/
N
m
３
）
 

 
 
最

大
  
 
  

 通
常
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

 
 
塩
 
 
化

 
 
水

 
 
素
 
（

m
g
/
N
m
３
）
 

 
 
最

大
  
 
  

 通
常
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

弗
素
、
弗

化
水

素
及

び
弗

化
珪

素
 

 
 
最

大
  
 
  

 通
常
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

鉛
及

び
そ

の
化

合
物

 
 
 
 
 
 
 （

m
g
/
N
m
３
）
 

 
 
最

大
  
 
  

 通
常
 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

窒
素

酸
化

物
 
 
 
 
 （

容
量

比
p
p
m
）
 

 
 
最

大
17
0
  

 通
常

1
5
0 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

ば
い
煙
量
 

い
お

う
酸

化
物

 
 
 
 
 
 

（
N
m
３
 
/
h
）
 
 
 
最

大
1.
0
  

 通
常

0
.
8 

 
最
大

 
  

 
 通

常
 

参
考
事
項
 
 

 
 

 
備

 
考

 
１
．

原
材
料

中
の

成
分

割
合

（
％

）
の

欄
及

び
燃

料
中

の
成

分
割

合
（
％

）
の
欄
の
記

載
に
あ

た
っ
て

は
、
重

量
比
％

又
は
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
容

量
比
％

の
別

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。
 

 
 

 
 

 
２
．

ば
い
煙

の
濃

度
は

、
乾

き
ガ

ス
中

の
濃

度
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
３
．

ば
い
煙

の
濃

度
は

、
ば

い
煙

処
理

施
設

が
あ

る
場

合
は

、
処

理
後
の

濃
度
と
す
る

こ
と
。
 

 
 

 
 

 
４
．

参
考
事

項
の

欄
に

は
、

ば
い

煙
の

排
出

状
況

に
著

し
い

変
更

の
あ
る

施
設
に
つ
い

て
の
一

工
程
中

の
排
出

量
の
変

動
の
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
状

況
、
窒

素
酸

化
物

の
発

生
抑

制
の

た
め

に
採

っ
て

い
る

方
法

等
を
記

入
す
る
ほ
か

、
ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
、
デ

ィ
ー
ゼ

ル
機
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
関

、
ガ
ス

機
関
又

は
ガ

ソ
リ

ン
機

関
に

つ
い

て
は

、
常

用
又

は
非
常
用

（
専
ら
非
常

時
に
お

い
て
用

い
ら
れ

る
も
の

を
い

 

う
。
）
の

別
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

。
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別
紙
１
の
(
4
)
と
同
様

別
紙
3

(
3
8
)

処
理
施
設
に
番
号
が
つ
け
て
あ
る
場
合
に
記
入
。

ば
い
煙
の
処
理
方
法

(
3
9
)

処
理
施
設
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず
記
入
（
e
x
.
バ
グ
フ
ィ
ル

(
記
入
例
)

(
4
0
)
タ
ー
、
電
気
集
塵
機
）

ば
い
煙
処
理
施
設
の
工
場
又
は
事
業
場
に
お
け
る
施
設
番
号

１
号
煙
突

(
3
8
)

備
考
１
に
よ
り
記
入

処
理
に
係
る
ば
い
煙
発
生
施
設
の
工
場
又
は
事
業
場
に
お
け
る
施
設
番
号

１
号
ボ
イ
ラ
ー

(
3
9
)

(
4
1
)
処
理
施
設
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず
記
入

ば
い
煙
処
理
施
設
の
種
類
、
名
称
及
び
型
式

(
4
0
)

(
4
2
)
基
準
が
適
用
さ
れ
る
項
目
に
つ
い
て
は
必
ず
記
入

設
置

年
月

日
年

月
日

年
月

日
(
4
3
)

処
理
施
設
が
あ
る
場
合
に
記
入

着
手

予
定

年
月

日
年

月
日

年
月

日
(
4
1
)

(
4
4
)
は
必
ず
記
入
。
こ
の
場
合
、
実
高
と
は
、
Ｇ
Ｌ
か
ら
で
あ
る

使
用

開
始

予
定

年
月

日
年

月
日

年
月

日
(
4
5
)
(
地
下
室
、
屋
上
に
設
置
の
場
合
下
図
の
通
り
と
な
る
)

最
大

計
算
式
を
別
紙
で
添
付
す
る
こ
と
。

排
出

ガ
ス

量
（
N
m
/
h
）

３

通
常

(
4
6
)
～
(
4
7
)

(
4
2
)

処
理

前

別
紙
３
関
係
の
添
付
書
類

排
出

ガ
ス

温
度
（
℃
）

処
理

後

１
．
ば
い
煙
処
理
施
設
の
構
造
図
及
び
配
置
図

処
理

前

２
．
煙
突
の
構
造
図
(
寸
法
、
排
出
ガ
ス
の
測
定
箇
所
)

処
処

理
後

ば
い

じ
ん
（
g
/
N
m
）

３

ば
処

理
前

処
理

後
い
お
う
酸
化
物
（
容
量
比
p
p
m
）

い
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び

処
理

前
そ

の
化

合
物
（
m
g
/
N
m
）

処
理

後
３

煙
処

理
前

理
処

理
後

塩
素
（
m
g
/
N
m
）

３

の
処

理
前

処
理

後
塩

化
水

素
（
m
g
/
N
m
）

３

濃
弗
素
・
弗
化
水
素
及
び

処
理

前
弗

化
珪

素
（
m
g
/
N
m
）

処
理

後
３

度
処

理
前

能
処

理
後

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
（
m
g
/
N
m
）

３

(
4
3
)

処
理

前
処

理
後

窒
素

酸
化

物
（
容
量
比
p
p
m
）

最
処
理
前

ば
い

お
う

酸
化

物
（
N
m
/
h
）
大

処
理
後

い
３

通
処
理
前

煙
力

常
処
理
後

量
ば

い
じ

ん
捕
い

お
う

酸
化

物
集
カ

ド
ミ

ウ
ム

及
び

そ
の

化
合

物
効
塩

素
率
塩

化
水

素

（

弗
素
、
弗
化
水
素
及
び
弗
化
珪
素

％
鉛

及
び

そ
の

化
合

物

）

窒
素

酸
化

物
時
～

時
時
～

時
(
4
4
)

使
用
１
日
の
使
用
時
間
及
び
月
使
用
日
数
等

時
間
/
回
回
/
日
日
/
月

時
間
/
回
回
/
日
日
/
月

季
節

変
動

状
況

(
4
5
)

排
出

口
の

実
高

さ
Ｈ
ｏ
（
ｍ
）

2
6
.
5
ｍ

(
4
6
)

補
正

さ
れ

た
排

出
口

の
高

さ
Ｈ
ｅ
（
ｍ
）

2
7
.
5
ｍ

(
4
7
)

排
出

速
度
（
m
/
S
）

1
5

備
考

１
．
設
置
届
出
の
場
合
に
は
、
着
手
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日
の
欄
に
、
使
用
届
出
の
場
合
に
は
設
置
年
月
日
の

欄
に
、
変
更
届
出
の
場
合
に
は
設
置
年
月
日
、
着
手
予
定
年
月
日
及
び
使
用
開
始
予
定
年
月
日
の
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

２
．
ば
い
煙
の
濃
度
は
、
乾
き
ガ
ス
中
の
濃
度
と
す
る
こ
と
。

３
．
補
正
さ
れ
た
排
出
口
の
高
さ
は
Ｈ
ｅ
は
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
第
３
条
第
２
項
の
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
。

４
．
ば
い
煙
処
理
施
設
の
構
造
図
及
び
そ
の
主
要
寸
法
を
記
入
し
た
概
要
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

ボ
イ
ラ
ー

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｇ
Ｌ

ボ
イ
ラ
ー

Ｂ

Ａ
Ｃ

Ｈ
ｏ
＝
Ｃ
＝
Ａ
＋
Ｂ

Ｈ
ｏ
＝
Ｃ
＝
Ａ
－
Ｂ
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 様
式
第
３

の
４

 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

実
施

届
出

書
 

年
 
 

月
 
 

日
 

○
○
保
健

所
長
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
郵

便
番

号
( 

 
 

- 
 

 
 
）

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 届
出
者

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
印

 
電
話
番
号

( 
  

 -
  

  
- 

  
  

) 
（
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）

 
 特
定
粉
じ

ん
排
出

等
作

業
を

実
施

す
る

の
で

、
大

気
汚

染
防

止
法

第
1
8
 
条
の

1
5
 
第
１
項
（
第

2
項
）
の
規
定
に
よ

り
、
次
の

と
お
り

届
け
出
ま

す
。

特
定

工
事

の
場

所
 

 （
 
特

定
工
事
の

名
称

）
 
 

特
定
工

事
を

施
工
す

る
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
並
び
に
法

人
に
あ

つ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 
  

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

の
種

類
 

大
気

汚
染

防
止
法

施
行
規

則
別
表

第
７

 
１

の
項
 

建
築
物

等
の
解

体
作
業

（
次
項

又
は
３

 
の

項
を
除

く
）

 
２

の
項
 

建
築
物

等
の
解

体
作
業

の
う
ち

、
石
綿
を
含

有
す
る

断
熱
材

、
保
温

材
又

は
耐
火

被
覆
材

を
除
去

す
る
作

業
（

掻
き

落
と
し

、
切
断

、
又
は

破
砕

以
外
の
方

法
で
特

定
建
築

材
料
を

除
去
す

る
も
の
）
（

 
次
項
を

除
く
）

 
３

の
項
 

特
定
建

築
材
料

の
事
前

除
去
が

著
し
く
困
難

な
解
体

作
業

 
４

の
項
 

改
造
・

補
修
作

業
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
件
）

 
 

特
定
粉
じ

ん
排
出

等
作

業
の

実
施

の
期

間
 

自
 
平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 
至

 
 
平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 
※
 
整
理

番
号

 
 

※
 
受
理

年
月
日

 
 

特
定

建
築

材
料

の
種

類
 

１
 
吹

付
け
石
綿

 
２

 
石

綿
を
含
有

す
る
断

熱
材

 
３

 
石

綿
を
含
有

す
る
保

温
材

 
４

 
石

綿
を
含
有

す
る
耐

火
被
覆

材
 

※
 
審
査

結
果

 

 

特
定

建
築

材
料

の
使

用
箇

所
 

見
取

図
の

と
お
り

。
 

特
定

建
築

材
料

の
使

用
面

積
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㎡
 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

の
方

法
 

別
紙

の
と

お
り
。

 

参 考 事 項 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

の
対

象
と

な
る

建
築

物
等
の
概

要
 

建
築

物
（

耐
火
・

準
耐
火

・
そ
の

他
）

 
延

べ
面

積
 
 
 
 
㎡

（
 
 
 
階
建
）

 
※
 
備

 
 
考

 

 

そ
の

他
工

作
物

 

特
定

工
事

を
施

工
す

る
者

の
現

場
責

任
者

の
氏

名
及
び
連

絡
場
所

 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

電
話
番

号
 
 

 

下
請

負
人

が
特

定
粉

じ
ん

排
出

等
作

業
を

実
施

す
る

場
合

の
当

該
下

請
負

人
の

現
場

責
任

者
の

氏
名
及
び

連
絡
場

所
 

   
電
話
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 

備
考
 
１
 
特
定
粉
じ
ん
排
出

等
作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
の
部
分
の
見
取
図
を
添
付
す
る
こ
と
。
見
取
図
は
、
主
要
寸
法
及
び
特
定
建
築
材
料
の
使
用
箇
所
を
記
入
す
る

こ
と
。
 

２
 
参
考
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
は
必
須
の
記
載
事
項
で
は
な
い
が
、
同
欄
に
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
場
合
は
、
同
欄
を
も
つ
て
、
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則

第
1
0
 
条
の
４
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
概
要
及
び
同
項
第
３
号
及
び
第
４
号
に
規
定
す
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
と
見
な
す
。

 

３
 
※
 
印
の
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。
 

４
 
届
出
書
、
見
取
図
及
び
別
紙
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
図
面
、
表
等
や
む
を
得
な
い
も
の
を
除
き
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４

 
と
す
る
こ
と
。
 

５
 
氏
名
（
 
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
本
人
（
 
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
）
 
が
署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

    

 

（
法
）
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
実
施
届
出
書
 

記
入
例
 

作
業

開
始
の
日
の
１
４
日
前
ま
で
に
２
部
(
正
本
＋
写
し
)提

出
。

 

工
事

の
発
注
者
又
は
自
主
施
工
者
が
届
け
出
る
。

 

第
18

条
の

15
第

1
項
･
･･
通
常
の
場
合

 
第

18
条
の

15
第

2項
･･
･
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
に
よ
り
作
業

を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

 
該
当

し
な
い
項
に
は
 
 
 
 
を
引
く
。

 

工
事

所
在
地
と
工
事
名
称
を
記
入
す
る
。

 
同

一
敷

地
内

で
あ

れ
ば

、
複
数

の
建

築
物

等
の

解
体

、
改
造

・
補

修
作

業
を
行
う
場
合
で
も
一
つ
の
届
出
で
可
。

 

除
去

等
に

係
る

一
連

の
作

業
の

期
間

。
工

事
そ

の
も

の
の
開

始
日

で
は

な
い
。

 

添
付

す
る

見
取

図
に

は
、

主
要

寸
法

及
び

特
定

建
築

材
料
を

使
用

箇
所

に
記
入
す
る
こ
と
。

(天
井
、
梁
、
柱
等
の
使
用
部
位
も
明
示

す
る

こ
と
。

) 

工
作
物
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

該
当

す
る
項
に
○
を
付
け
る
こ
と
。

 

耐
火

建
築
物
･
･
･建

築
基
準
法
第

2条
第

9
号
の

2
に
規
定
す
る
建

築
物

 
準
耐

火
建
築
物
･
･･
建
築
基
準
法
第

2
条
第

9号
の

3に
規
定
す
る

建
築

物
 

施
工

業
者

（
工

事
を

委
託

す
る

場
合

は
元

請
け

業
者

）
を
記

入
す

る
。

自
主
施
工
者
の
場
合
、
記
入
不
要
。
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  別
紙
 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等
作
業

の
方
法

 

 

特
定

建
築

材
料

の
処

理
方

法
 

除
去
・
囲

い
込
み

・
封
じ

込
め
・

そ
の
他

 

 

集 じ ん ・ 排 気 装 置 

機
種

・
型

式
・

設
置

数
 

   

 

排
気

能
力

（
㎥

／
m

i
n

）
 
 

  

（
１
時
間

当
た
り

換
気
回

数
 
 

 
 

回
 
 
 
）
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

使
用

す
る

フ
ィ

ル
タ

の
種

類
及

び
そ

の
集

じ
ん

効
率

（
％

）
 
 

    

 

使
用

す
る

資
材

及
び

そ
の

種
類

 

   

 

そ
の

他
の

特
定

粉
じ

ん
の

排
出

又
は

飛
散

の
抑

制

方
法

 

   

備
考
 
１

 
 
本

様
式
は

、
特

定
粉

じ
ん

排
出

等
作

業
ご

と
に

作
成

す
る

こ
と
。

 

２
 
 
使

用
す
る

資
材

及
び

そ
の

種
類

の
欄

に
は

、
湿

潤
剤
・
固

化
剤
等

の
薬
液

、
隔

離
用

の
シ
ー
ト
・
接

着
テ
ー

プ
等
の

特
定
粉

じ
ん

排
出
等

作
業
に
使

用
す

る
資

材
及

び
そ

の
種

類
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 
 
そ

の
他

の
特

定
粉

じ
ん

の
排

出
又

は
飛

散
の

抑
制

方
法

の
欄

に
は
、

大
気
汚

染
防

止
法

施
行

規
則

別
表

第
７

 
に

規
定

す
る

「
同
等

以
上

の
効
果
を

有
す

る
措

置
」

の
内

容
、

散
水

の
方

法
、

囲
い

込
み

又
は
封

じ
込
め

の
方
法

等
を
記
載
す

る
こ
と

。
 

４
 
 
作

業
場
の

隔
離

又
は

養
生

の
状

況
、
状

況
及

び
前

室
及

び
掲

示
板

の
の
設

置
状
況

を
示
す
見
取

図
を
添

付
す
る

こ
と
。
見
取
図

は
、
主
要

寸
法
、
隔

離
さ

れ
た

作
業

場
の

容
量

（
㎥

 
）

 
並

び
に

集
じ

ん
・
排
気

装
置
の

設
置
場

所
及

び
排
気
口

の
位
置

を
記
入

す
る
こ

と
。

 

 

 

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
規

則
別

表
７

に
規

定
す

る
「

同
等
以

上
の

効
果

を
有

す
る

措
置

」
の

内
容

、
散

水
の

方
法

、
囲

い
込
み

又
は

封
じ
込
め
の
方
法
等
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。

 

該
当
す
る
も
の
に
○
を
つ
け
る
こ
と
。

 

日
本
工
業
規
格

(J
IS

)Z
81

22
に
定
め
る

H
EP

A
フ
ィ
ル
タ
を
使
用

す
る
こ
と
。

 

作
業

場
内

に
設

置
す

る
集

じ
ん

・
排

気
装

置
の

台
数

は
以
下

の
計

算
式
で
算
出
す
る
。

 

作
業
場
の
容
積
（
床
面
積
×
高
さ
）
[
㎥
]／

（
6
0
分
÷
４
）
 

集
じ
ん
・
排
気
装
置
１
台
当
た
り
の
排
気
能
力
[
㎥
／
分
] 

※
小
数
点
以
下
切
り
上
げ
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 第
６
条
の

２
様
式

（
第

17
条

の
３

関
係

）
 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

実
施

届
出

書
 

年
 
 

月
 
 

日
 

○
○
保
健

所
長
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
郵

便
番

号
( 

 
 

- 
 

 
 
）

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 届
出
者

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
印

 
電
話
番
号

( 
  

 -
  

  
- 

  
  

) 
（
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）

 
 特
定
粉
じ

ん
排
出

等
作

業
を

実
施

す
る

の
で

、
沖

縄
県

生
活

環
境

保
全

条
例

第
2
3
条

の
３
第
１
項

（
第
２

項
）

の
規
定
に

よ
り
、

次
の
と
お
り

届
け

出
ま
す
。

 

特
定

工
事

の
場

所
 

 （
 
特

定
工
事
の

名
称

）
 
 

特
定
工

事
を

施
工
す

る
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
並
び
に
法

人
に
あ

つ
て

は
、

そ
の

代
表

者
の

氏
名

 

住
所

 
氏

名
又

は
名
称

 
（

法
人

は
代
表
者

の
氏
名

）
 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

の
種

類
 

沖
縄

県
生

活
環
境

保
全
条

例
施
行

規
則
別

表
第
７
の
２

 

１
の

項
 

建
築
物

等
の
解

体
作
業

（
次
項

を
除
く
。
）

 

２
の

項
 

特
定
建

築
材
料

の
事
前

除
去
が

著
し
く
困
難

な
解
体

作
業

 

３
の

項
 

改
造
・

補
修
作

業
 
 

 
 
 

 
 
 
 

（
件
）

 

特
定
粉
じ

ん
排
出

等
作

業
の

実
施

の
期

間
 

自
 
平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 
至

 
 
平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 
※
 
整
理

番
号

 
 

※
 
受
理

年
月
日

 
 

特
定

建
築

材
料

の
種

類
 

１
 
石

綿
含
有
成

形
板

 
２

 
石

綿
含
有
成

形
板
以

外
の
石

綿
含
有

建
材

 

※
 
審
査

結
果

 

 

特
定

建
築

材
料

の
使

用
箇

所
 

見
取

図
の

と
お
り

。
 

特
定

建
築

材
料

の
使

用
面

積
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㎡
 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

の
方

法
 

別
紙

の
と

お
り
。

 

参 考 事 項 

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

の
対

象
と

な
る

建
築

物
等
の
概

要
 

建
築

物
（

耐
火
・

準
耐
火

・
そ
の

他
）

 
延

べ
面

積
 
 
 
 
㎡

（
 
 
 
階
建
）

 
※
 
備

 
 
考

 

 

そ
の

他
工

作
物

 

特
定

工
事

を
施

工
す

る
者

の
現

場
責

任
者

の
氏

名
及
び
連

絡
場
所

 
氏

名
 

連
絡

場
所

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

電
話
番
号

 
 

 

下
請

負
人

が
特

定
粉

じ
ん

排
出

等
作

業
を

実
施

す
る

場
合

の
当

該
下

請
負

人
の

現
場

責
任

者
の

氏
名
及
び

連
絡
場

所
 

氏
名

 
連

絡
場

所
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
電
話
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 
備
考
 
１
 
特
定
粉
じ
ん

排
出
等
作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
の
部
分
の
見
取
図
を
添
付
す
る
こ
と
。
見
取
図
は
、
主
要
寸
法
及
び
特
定
建
築
材
料
の
使
用
箇
所
を
記
入

す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
２
 
参
考
事
項
の

欄
に
掲
げ
る
事
項
は
必
須
の
記
載
事
項
で
は
な
い
が
、
同
欄
に
所
定
の
事
項
を
記
載
し
た
場
合
は
、
同
欄
を
も
っ
て
、
沖
縄
県
生
活
環
境
保
全
条

例
施
行
規
則
第

1
7
条
の
３
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
事
項
の
う
ち
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
の
概
要
及
び
同
項
第
３
号
及
び
第
４
号

に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
み
な
す
。
 

 
 
 
 
３
 
※
印
の
欄
に

は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
 
４
 
届
出
書
、
見

取
図
及
び
別
紙
の
用
紙
の
大
き
さ
は
、
図
面
、
表
等
や
む
を
得
な
い
も
の
を
除
き
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 

５
 
氏

名
（
法

人
に
あ

っ
て
は

そ
の
代

表
者
の
氏
名

）
を
記

載
し
、

押
印
す

る
こ
と

に
代
え

て
、
本
人
（

法
人
に

あ
っ
て

は
そ
の

代
表
者

）
が
署

名
す
る
こ
と

が
で

き
る
。

 

    

 

（
条
例
）
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
実
施
届
出
書
 
記
入
例
 

作
業

開
始
の
日
の
１
４
日
前
ま
で
に
２
部
(
正
本
＋
写
し
)提

出
。

 

工
事

の
発
注
者
又
は
自
主
施
工
者
が
届
け
出
る
。

 

第
23

条
の

3
第

1
項
･
･
･通

常
の
場
合

 
第

23
条
の

3
第

2
項
･･
･
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
に
よ
り
作
業

を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

 
該
当

し
な
い
項
に
は
 
 
 
 
を
引
く
。

 

工
事

所
在
地
と
工
事
名
称
を
記
入
す
る
。

 
同

一
敷

地
内

で
あ

れ
ば

、
複
数

の
建

築
物

等
の

解
体

、
改
造

・
補

修
作

業
を
行
う
場
合
で
も
一
つ
の
届
出
で
可
。

 

除
去

等
に

係
る

一
連

の
作

業
の

期
間

。
工

事
そ

の
も

の
の
開

始
日

で
は

な
い
。

 

添
付

す
る

見
取

図
に

は
、

主
要

寸
法

及
び

特
定

建
築

材
料
を

使
用

箇
所

に
記
入
す
る
こ
と
。

(天
井
、
梁
、
柱
等
の
使
用
部
位
も
明
示

す
る

こ
と
。

) 

工
作

物
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

該
当

す
る
項
に
○
を
付
け
る
こ
と
。

 

耐
火

建
築
物
･
･
･建

築
基
準
法
第

2条
第

9
号
の

2
に
規
定
す
る
建

築
物

 
準
耐

火
建
築
物
･
･･
建
築
基
準
法
第

2
条
第

9号
の

3に
規
定
す
る

建
築

物
 

施
工

業
者

（
工

事
を

委
託

す
る

場
合

は
元

請
け

業
者

）
を
記

入
す

る
。

自
主
施
工
者
の
場
合
、
記
入
不
要
。
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  別
紙
 

特
定
粉
じ
ん
排
出
等

作
業
の

方
法

 

 

特
定

建
築

材
料

の
処

理
方

法
 

除
去

・
そ
の

他
 

 

使
用

す
る

資
材

及
び

そ
の

種
類
 

   

 

そ
の

他
の

特
定

粉
じ

ん
の

排
出

又
は

飛
散

の
抑

制
方
法
 

   

備
考
 
１

 
本
様

式
は
、

特
定

粉
じ

ん
排

出
等

作
業

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
。

 

２
 

使
用

す
る

資
材

及
び

そ
の

種
類

の
欄

に
は

、
湿

潤
剤

等
の

薬
液
、

隔
離
用

の
シ

ー
ト

・
接

着
テ

ー
プ

等
の

特
定

粉
じ

ん
排
出

等
作

業
に
使

用
す
る
資

材
及

び
そ

の
種

類
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

そ
の

他
の

特
定

粉
じ

ん
の

排
出

又
は

飛
散

の
抑

制
方

法
の

欄
に
は

、
沖
縄

県
生

活
環

境
保

全
条

例
施

行
規

則
別

表
第

７
の
２

に
規

定
す
る

「
同
等
以

上
の

効
果

を
有

す
る

措
置

」
の

内
容

、
散

水
の

方
法

等
を
記

載
す
る

こ
と
。

 

４
 

養
生

の
状

況
、

掲
示

板
の

設
置

状
況

を
示

す
見

取
図

を
添

付
す
る

こ
と
。

見
取

図
は

、
主

要
寸

法
、

隔
離

さ
れ

た
作

業
場
の

容
量

（
㎥
）

を
記
入
す

る
こ

と
。

 

 

 

沖
縄

県
生

活
環

境
保

全
条

例
施

行
規

則
別

表
７

の
２

に
規
定

す
る

「
同

等
以

上
の

効
果

を
有

す
る

措
置

」
の

内
容

、
散

水
の
方

法
、

囲
い

込
み

又
は

封
じ

込
め

の
方

法
等

を
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

 
 ※

手
ば

ら
し

の
場

合
は

、
こ
ち

ら
に

手
ば

ら
し

と
記

入
し
て

、
そ

の
方

法
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
（
別
紙
可
）
。
 

該
当
す
る
も
の
に
○
を
つ
け
る
こ
と
。
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 １
１

 
届
出

に
つ
い
て

 

 
 
 
 届

出
は
、
そ

の
施

設
の

規
模

等
に

よ
っ

て
大

気
汚
染

防
止
法

に
該
当

す
る
場

合
は
法

律
の
様

式
を
用

い
、
県

生
活
環

境
保

全
条

例
に

該
当

す
る

場
合

は
条

例
の

様
式

で
届

出
す

る
。
 

 
 
 

 表
1
0 

 
届
 
出

 の
 種

 
類
 

届
 
出

 の
 期

 
限
 

届
 
出
 の

 様
 
式
 

添
 
付
 書

 類
 

提
 
出

 先
 

ば い 煙 発 生 施 設
 

設
置
の
届
出
 

（
新
し
く
施
設

を
設
置
す
る

と
き
）
 

（
法
律
・
条
例
）
 

設
置
す
る
6
0日

以
前
 

（
法
律
）
 

ば
い
煙
発
生
施
設
設
置
(
使
用
、
変

更
)
届
出
書
 

（
条
例
）
 

ば
い
煙
発
生
施
設
設
置
(
使
用
、
変

更
)
届
出
書
 

１
．

ば
い
煙
発
生
施
設
の
構
造
概
要
図
(カ

タ

ロ
グ
等
) 

２
．

ば
い
煙
処
理
施
設
(
集
じ
ん
機
、
煙
突
)
の

構
造
概
要
図

（
寸

法
、

煙
道

中
排

出
ガ

ス
測

定
箇

所
も

示
す

こ
と

。
）
 

３
．

事
業
場
内
の
施
設
及
び
建
物
の
配
置
図
 

４
．

付
近
の
見
取
図
及
び
所
在
地
を
示
す
縮
尺

５
万
分
の
１
地
形
図
 

５
．

燃
料
の
性
状
表
 

６
．

ば
い

煙
の

濃
度

、
ば

い
煙

量
の

数
値

の
根

拠

と
な

る
資

料
、

計
算

書
 

７
．

緊
急
連
絡
用
の
電
話
番
号
そ
の
他
緊
急
時

に
お
け
る
連
絡
方
法
 

８
．

ば
い

煙
の

発
生

、
処

理
に

係
る

操
業

の
系

統

の
概

要
 

 

（
法
律
）
 

管
轄
保
健
所
に
正

本
に
写
し
を
１
部

添
え
て
提
出
。
 

 （
条
例
）
 

管
轄
保
健
所
に
正

本
に
写
し
を
１
部

添
え
て
提
出
。
 

経
過
措
置
に
伴

う
届
出
 

（
届
出
を
要
す

る
施
設
と
な

っ
た
際
す
で
に

設
置
し
て
い

る
と
き
）
 

（
法
律
・
条
例
）
 

届
出
を
要
す
る
施
設
と
な
っ
た
日

か
ら
3
0日

以
内
 

構
造
等
変
更
の

届
出
 

（
施
設
の
構
造

や
燃
料
を
変

更
す
る
と
き
）
 

（
法
律
・
条
例
）
 

構
造
等
の
変
更
を
行
う
6
0
日
以
前
 

一 般 粉 じ ん 発 生 施 設
 

設
置
の
届
出
 

（
法
律
・
条
例
）
 

設
置
前
 

（
法
律
）
 

一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
設
置
(使

用

、
変
更
)
届
出
書
 

（
条
例
）
 

一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
設
置
(使

用

、
変
更
)
届
出
書
 

１
．

一
般
粉
じ
ん
施
設
の
構
造
概
要
図
(カ

タ

ロ
グ
等
) 

２
．

一
般
粉
じ
ん
飛
散
防
止
の
た
め
の
装
置
構

造
概
要
図
 

３
．

事
業
場
内
の
施
設
及
び
建
物
配
置
図
 

４
．

付
近
の
見
取
図
及
び
所
在
地
を
示
す
縮
尺

５
万
分
の
１
の
地
形
図
 

５
．

一
般

粉
じ

ん
の

発
生

、
処

理
に

係
る

操
業

の

系
統

の
概

要
 

 

経
過
措
置
に
伴

う
届
出
 

（
法
律
・
条
例
）
 

届
出
を
要
す
る
施
設
と
な
っ
た
日

か
ら
3
0日

以
内
 

構
造
等
変
更
の

届
出
 

（
法
律
・
条
例
）
 

変
更
前
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届

 
出
 の

 種
 
類
 

届
 
出
 の

 期
 
限
 

届
 
出
 の

 様
 
式
 

添
 
付
 書

 類
 

提
 
出
 先

 

揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設
 

 

設
置
の
届
出
 

（
新
し
く
施
設
を
設
置
す

る
と
き
）
 

（
法
律
）
 

設
置
す
る
6
0日

以
前
 

（
法
律
）

 

揮
発
性
有

機
化
合

物
排
出

施
設
設

置

（
使
用
、

変
更
）

届
出
書
 

１
．

V
OC

排
出

施
設

の
構

造
概

要
図

(
カ

タ
ロ

グ
等
) 

２
．
V
O
C
処
理
施
設
の
構
造
概
要
図

（
排

出
ガ

ス
導

管
中

の
排

出
ガ

ス
測

定
箇

所
も

示
す

こ

と
。

）
 

３
．
事
業
場
内
の
施
設
及
び
建
物
の
配
置
図
 

４
．

付
近

の
見

取
図

及
び

所
在

地
を

示
す

縮

尺
５
万
分
の
１
地
形
図
  

５
．
緊
急
連
絡
用
の
電
話
番
号
そ
の
他
緊
急

時
に
お
け
る
連
絡
方
法
 

６
．

V
OC

の
排

出
、

処
理

に
係

る
操

業
の

系
統

の

概
要

 

 

（
法
律
）
 

管
轄
保
健
所
に
正

本
に
写
し
を
１
部

添
え
て
提
出
。
 

 （
条
例
）
 

管
轄
保
健
所
に
正

本
に
写
し
を
１
部

添
え
て
提
出
。
 

     

経
過
措
置
に
伴
う
届
出
 

（
届
出
を
要
す
る
施
設
と

な
っ
た
際
す
で
に
設
置
し

て
い
る
と
き
）
 

（
法
律
）
 

届
出
を
要
す
る

施
設
と
な
っ
た
日

か
ら
3
0日

以
内
 

構
造
等
変
更
の
届
出
 

（
施
設
の
構
造
や
燃
料
を

変
更
す
る
と
き
）
 

（
法
律
）
 

構
造
等
の
変
更

を
行
う
6
0
日
以
前
 

ば い 煙
 

・ 一 般 粉 じ ん
 

・
 

Ｖ Ｏ Ｃ 共 通
 

氏
名

・
名

称
・

住
所

・
所

在
地

変
更

の
届

出
 

 

（
法
律
・
条
例

）
 

変
更

の
日

か
ら

3
0
日

以
内

 

(
法

律
)
氏

名
等

変
更

届
出

書
 

(
条

例
)
氏

名
等

変
更

届
出

書
 

 

使
用

廃
止

の
届

出
 

  

（
法
律
・
条
例

）
 

廃
止

の
日

か
ら

3
0
日

以
内

 

  

(
法

律
)
ば

い
煙

発
生

施
設

(
一

般

粉
じ

ん
発

生
施

設
、

揮
発

性
有

機
化

合
物

排
出

施
設

)
使

用
廃

止

届
出

書
 

(
条

例
)
 
ば

い
煙

発
生

施
設

(
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

、
汚

水
等

排
出

施
設

)
使

用
廃

止
届

出
書

 

承
継

の
届

出
 

（
法
律
・
条
例

）
 

承
継

の
あ

っ
た

日
か

ら
3
0
日

以

内
 

(
法

律
)
 
ば

い
煙

発
生

施
設

(
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

、
揮

発
性

有
機

化
合

物
排

出
施

設
)
承

継
届

出
書

 

(
条

例
)
承

継
届

出
書

 

条 例
 

公
害
防
止

担
当
者

(代
理

者
)

選
任
(
死
亡
、

解
任

)の
届

出
 

 

（
条

例
）
 

選
任
(
死

亡
、

解
任

)し
た

日
か
ら

3
0
日

以
内
 

 

（
条
例
）

 

公
害
防
止

担
当
者

(代
理
者

)（
選

任
、
死
亡

、
解
任

）
届
出

書
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  １
２

 
計

画
変

更
等

の
命

令
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
表

1
1 

 
勧

告
・

命
令

の
基

準
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
勧

告
・

命
令

の
内

容
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
罰

 
 

 
則
 

ば い 煙 発 生 施 設 

計 画 変 更 

命 令 

施
設

の
設

置
又

は
構

造
等

の
変

更
の
届
出

の
際
、

ば
い
煙

量

又
は

ば
い

煙
濃

度
が

排
出

基
準

に
適
合
し

な
い
と

認
め
る

と

き
。
 

施
設
の
設

置
又
は

構
造
等

の
変
更

の
届

出
に

対
す

る
計

画
の

変

更
又
は
計

画
の
廃

止
。
 

法
律

：
１

年
以

下
の

懲
役

又
は
1
0
0万

円
以

下
の

罰
金
 

条
例

：
１

年
以

下
の

懲
役

又
は
1
0
0万

円
以

下
の

罰
金
 

改 善 

命 令 等 

排
出

基
準

に
適

合
し

な
い

ば
い

煙
を
継
続

し
て
排

出
す
る

お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
。

 

施
設
の
構

造
若
し

く
は
使

用
の
方

法
若

し
く

は
ば

い
煙

の
処

理

の
方
法
の

改
善
、

又
は
施

設
の
使

用
の

一
時

停
止

。
 

一 般 粉 じ ん 

発 生 施 設 

基 準 適 合 命

令 

施
設

が
構

造
並

び
に

使
用

及
び

管
理
に
関

す
る
基

準
を
遵

守

し
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
。
 

施
設
の
構

造
並
び

に
使
用

及
び
管

理
に

関
す

る
基

準
に

従
う

べ
き
こ
と

、
又
は

施
設
の

使
用
の

一
時

停
止

。
 

法
律

：
６

月
以

下
の

懲
役

又
は
5
0
万

円
以

下
の

罰
金
 

条
例

：
６

月
以

下
の

懲
役

又
は
5
0
万

円
以

下
の

罰
金
 

Ｖ Ｏ Ｃ 排 出 施 設 

計 画 変 更 

命 令 

施
設

の
設

置
又

は
構

造
等

の
変

更
の
届
出

の
際
、

Ｖ
Ｏ
Ｃ

濃

度
が

排
出

基
準

に
適

合
し

な
い

と
認
め
る

と
き
。

 

施
設
の
設

置
又
は

構
造
等

の
変
更

の
届

出
に

対
す

る
計

画
の

変

更
又
は
計

画
の
廃

止
。
 

法
律

：
１

年
以

下
の

懲
役

又
は
1
0
0万

円
以

下
の

罰
金
 

 

改 善 

命 令 等 

排
出

さ
れ

る
Ｖ

Ｏ
Ｃ

濃
度

が
排

出
基
準
に

適
合
し

な
い
と

認

め
る

と
き

。
 

施
設
の
構

造
若
し

く
は
使

用
の
方

法
若

し
く

は
Ｖ

Ｏ
Ｃ

の
処

理

の
方
法
の

改
善
、

又
は
施

設
の
使

用
の

一
時

停
止

。
 

特 定 粉 じ ん 排 出 等 作 業 

計 画 変 更

命 令 

届
出

の
際

、
作

業
基

準
に

適
合

し
な
い
と

認
め
ら

れ
る
場

合

。
 

排
出
等
作

業
の
方

法
に
関

す
る
計

画
の

変
更

。
 

法
律
：

６
月

以
下

の
懲

役
又

は
5
0
万

円

以
下

の
罰

金
 

条
例

：
３

月
以

下
の

懲
役

又
は
3
0
万

円

以
下

の
罰

金
 

作 業 基 準 

適 合 命 令 等 

作
業

基
準

を
遵

守
し

て
い

な
い

と
認
め
ら

れ
る
場

合
。
 

作
業
基
準

に
従
う

こ
と

、
又
は
排

出
等

作
業

の
一

時
停

止
。
 

法
律
：

６
月

以
下

の
懲

役
又

は
5
0
万

円

以
下

の
罰

金
 

条
例

：
３

月
以

下
の

懲
役

又
は
3
0
万

円

以
下

の
罰

金
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１３ 届出に係る事務の流れ 

(1) 大気汚染防止法に係る届出 

  ①ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設届出関係 

                 設置(使用、変更)届 

 

                    受理書 

 

  設置（使用、変更）届は、正本及びその写しの２部、提出する必要があります。 

また、二以上のばい煙発生施設等（揮発性有機加工物排出施設を含む。）が次のどちらにもあ

てはまる場合、その種類ごとに１つの届出書で届出ができます。 

○同一の工場又は事業場に設置されている。 

○その種類（令別表第一、令別表第一の二又は令別表第二の項ごとの区分をいう。）が同一で

ある。 

 

受理書は設置届（法６条第１項、法 17 条の４第１項）、経過措置に伴う届出（法７条第１項、

法 17 条の５第１項）、構造等の変更届（法８条第１項、法 17 条の６第１項）を受理した時

（書面審査終了時）に交付されます。 

 

 ②一般粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業の実施の届出関係 

 

                設置(使用、変更)届 

 

                    

 

  ①と同じく、設置（使用、変更）届出は、正本及びその写しの２部、提出する必要があります。 

  また、二以上の一般粉じん発生施設は、①のばい煙発生施設等と同じく①のどちらにもあては

まる場合、その種類ごとに１つの届出書で届出ができます。 

  二以上の特定粉じん排出等作業が次のいずれかにあてはまる場合、１つの届出書で届出ができ

ます。 

  ○同一の建築物等について行われる場合 

  ○同一の工場又は事業者に設置されている場合。 

 

   一般粉じん発生施設及び特定粉じん排出等作業実施の届出の場合は、受理書の発行はありま

せん。 

 

(2) 沖縄県生活環境保全条例に係る届出 

 ① ばい煙発生施設 

 

                 設置(使用、変更)届 

 

                   受理書※ 

 

  設置（使用、変更）届は、正本及びその写しの２部、提出する必要があります。 

また、二以上のばい煙発生施設が次のどちらにもあてはまる場合、その種類ごとに１つの届出

書で届出ができます。 

○同一の工場又は事業場に設置されている。 

○その種類（別表第１又は別表第２の項ごとの区分をいう。）が同一である。 

 

受理書の交付は、①ばい煙発生施設設置届（第８条）、経過措置に伴う設置届（第９条）、

構造等の変更届（第 10条）を受理した時に交付されます。 

事業場 

事業場 

事業場 

保健所 

保健所 

保健所 
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 ②一般粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業の実施及び特定粉じん排出等作業等完了届出関係 

 

                設置(使用、変更)届 

                完了届 

                    

 

  ①と同じく、設置（使用、変更）届出、完了届出は、正本及びその写しの２部、提出する必要

があります。 

  また、二以上の一般粉じん発生施設は、①のばい煙発生施設等と同じく①のどちらにもあては

まる場合、その種類ごとに１つの届出書で届出ができます。 

  二以上の特定粉じん排出等作業が次のいずれかにあてはまる場合、１つの届出書で届出ができ

ます。 

  ○同一の建築物等について行われる場合 

  ○同一の工場又は事業者に設置されている場合。 

 

   一般粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業の実施及び特定粉じん排出等作業等完了届出の

場合は、受理書の発行はありません。 

事業場 保健所 
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ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設の設置（変更）の届出の流れ 
 

届 出 者 保 健 所 

  

※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式

上の要件に適合して、初めて受理となります。 

※受理日から原則として 60 日は実施の制限がかかります。 

※届出内容が法令等に規定する要件に適合していると認められたとき、審査完了の通知を行い

ます。この通知をもって。実施の制限は解除されます。 

 

番号 項目 説明 

１ 形式審査 

提出された届出書の形式上の要件（記載漏れがないかど

うか、天部資料がそろっているかどうか）を満たしてい

るか審査します。 

２ 受理 
届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理書を交

付します。 

３ 内容審査 

届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規

定する要件（排出基準等）を満たしているか審査しま

す。 

４ 計画変更命令等 

大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の基準に適合し

ていないと認めるときは計画の変更又は廃止を命ずるこ

とがあります。 

５ 審査完了 
届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の規

定する要件を満たしていることを知事が決定します。 

 

届出 収受 

形式審査（１日程度） 

受理・審査開始 

内容審査 

審査完了 

却下 or 修正指示 

受理書の交付 

計画変更命令等 

審査完了の通知 

（実施制限の短縮の通知） 

着工 

実
施
の
制
限 
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特定粉じん排出等作業（法、条例）の実施の届出の流れ 
 

届 出 者 保 健 所 

  

※提出された届出書が形式上の要件を満たしていない場合は、却下又は修正を求めます。形式

上の要件に適合して、初めて受理となります。 

※届出は特定粉じん排出等作業の開始の日の 14日前までに届出を行う必要があります。 

 「14 日前まで」とは、次のとおりとなります。 

 

１(金) ２(土) ３(日) ４(月)  13(水) 14(木) 15(金) 16(土) 

 
届出期日                                    作業開始 

 

 

※「14 日前まで」が閉庁日の場合は、それ以前の開庁日が届出期日となります。 

 

１(金) ２(土) ３(日) ４(月)  15(金) 16(土) 17(日) 18(月) 

 
届出期日 (閉庁日)  (閉庁日)                         作業開始 

 

実施 

届出 

収受 

形式審査 

（１日程度） 

受理・審査開始 

内容審査 

却下 or 修正指示 

計画変更命令 

作業基準適合命令等 

作業

開始 

作
業
開
始
の
日
の
14
日
前
ま
で
に
届
出 

完了 

届出 

収受 

形式審査 

（１日程度） 

受理・審査開始 

修正指示 

14 日 

14 日 
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番号 項目 説明 

１ 形式審査 

提出された届出書の形式上の要件（記載漏れがないかど

うか、天部資料がそろっているかどうか）を満たしてい

るか審査します。 

２ 受理 
届出書が形式上の要件を満たしている場合、受理しま

す。 

３ 内容審査 
届出内容が大気汚染防止法又は県生活環境保全条例に規

定する作業基準を満たしているか審査します。 

４ 

計画変更命令 

作業基準適合命令

等 

大気汚染防止法又は県生活環境保全条例の作業基準に適

合していないと認めるときは計画の変更又は廃止を命ず

ることがあります。 

計画変更命令は、届出者（発注者等）に対し行う命令で

す。 

作業基準適合命令等は、施工者に対し行う命令です。 
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